
資料2-1

★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施 赤文字：R4重点実施取組
大項目 進捗率

中項目

No. 主な取組（見直し集約）

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令
に着目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基
づく訓練の実施

引き続き実施 継続 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ● ○ ▲ 31.6%

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 順次実施 継続 ▲ ○ ▲ ○ ● ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● 50.0%

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 令和元年度から順次実施 ○ ▲ ● ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 30.8%

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 令和元年度から順次実施 ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ○ ▲ 54.8%

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 順次実施 継続 ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● 77.8%

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 順次実施 継続 ○ ▲ ○ ● ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 35.3%

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 実施済み 継続 ○ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 52.6%

8 ･適切な土地利用の促進 順次実施 継続 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 50.0%

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 平成28年度から順次実施 継続 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ 参加 47.4%

10 ・災害リスクの現地表示 平成28年度から順次実施 ▲ ▲ ● ★ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● 活用 55.6%

11 ・広域避難体制の構築 令和元年度から順次実施 ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ 55.6%

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 引き続き実施 継続 ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ○ ▲ ▲ ▲ ● ● ○ ▲ ● ▲ ● ○ ▲ 55.0%

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供
システムの活用

引き続き実施 継続 ○ ○ ● ● ▲ ▲ ○ ▲ ● ▲ ○ ▲ ▲ 活用 46.2%

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 実施済み 継続 ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ 活用 70.8%

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 平成29年度 継続 ▲ ● ○ ● ○ ● ● ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ 活用 52.4%

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 令和元年度から順次実施 継続 ▲ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ● ▲ ▲ 42.3%

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 順次実施 継続 ▲ ○ ○ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 活用 47.2%

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 令和元年度から順次実施 継続 ○ ○ ● ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ 31.6%

◆住民の主体的避難力を支える仕組み

19 ・緊急行動トップセミナーの開催 引き続き実施 継続 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ 18.8%

20 ・防災教育の促進 令和元年度から順次実施 継続 ▲ ● ● ▲ ● ▲ ▲ ○ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● 参加 67.5%

21 ・災害の伝承 順次実施 継続 ● ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ 活用 30.0%

22 ・共助の仕組みの強化 令和元年度から順次実施 継続 ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 活用 60.0%

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 順次実施 継続 ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 43.8%

24 ・業務継続計画の策定 令和元年度から順次実施 継続 ▲ ▲ ● ● ○ ● ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ○ ○ ● ● 55.6%

25 ・総合的な土砂管理 令和元年度から順次実施 継続 ▲ 50.0%
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水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し 引き続き実施 継続 ▲ ▲ ▲ ● 62.5%

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 順次実施 継続 ▲ ● ▲ ● ○ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ 55.6%

28 ・共同点検・合同巡視の実施 順次実施 継続 ● ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ● ● ▲ ● ○ ▲ ● ● 参加 47.4%

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 順次実施 継続 ○ ▲ ○ ● ▲ ▲ ○ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ○ ● ▲ ▲ 47.5%

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 順次実施 継続 ○ ▲ ▲ ○ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 42.9%

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団
体の募集・指定の促進

順次実施 継続 ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 61.1%

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 令和元年度から順次実施 継続 ● ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ● ▲ ▲ ▲ ○ ○ ● ▲ ○ ○ ● ▲ 37.5%

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 順次実施 継続 ▲ ▲ ● ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 参加 65.8%

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ
車の運用・配置シミュレーション訓練

順次実施 継続 ○ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 56.7%

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 令和元年度から順次実施 継続 ▲ ○ ▲ ▲ 37.5%

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 令和元年度から順次実施 継続 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 40.0%

◆機能保全

37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 引き続き実施 ○ ▲ ▲ 33.3%

38 ・排水設備の機能保全 令和元年度から順次実施 ★ ▲ ▲ ▲ 62.5%

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 引き続き実施 ○ ▲ ● ▲ 50.0%

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 引き続き実施 ○ ▲ 25.0%

41 ・本川と支川の合流部等の対策 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 33.3%

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 令和元年度から順次実施 ▲ ○ ○ ▲ ▲ 30.0%

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) 平成29年度 ○ ▲ 25.0%

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） 平成32年度 ○ ▲ 25.0%

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） 平成29年度 ○ ▲ 活用 25.0%

46 ・応急的な退避場所の確保 令和元年度から順次実施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 35.3%

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの
離発着のための防災ステーションの整備（木島地区）

平成32年度 ▲ 50.0%

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整
備）の充実

順次実施 ▲ ★ ○ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ★ ★ ● ○ 57.7%

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

順次実施 継続 ○ ● ○ 活用 33.3%



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 韮崎市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・タイムラインを用いた定期的な防災訓練の実施と訓練結果による見直し ・水害に特化した防災訓練の実施
・R3.6.20に訓練を予定していた
が、コロナのため中止。

・R4.6.19に水害に特化した訓練の
実施

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・訓練や実災害、地域防災計画改定に併せて確認 ・水害に特化した防災訓練計画に合わせて確認

・R3.6.20に訓練を予定していた
が、コロナのため中止。
R3.5からの避難情報変更に伴い、
本市地域防災計画を改定予定（3
月）

・水害に特化した防災訓練計画に
合わせて確認

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダム管理者と放流による浸水想定区域を共有し、避難地域の確認 ・水害に特化した防災訓練計画に合わせて確認
・R3.6.20に訓練を予定していた
が、コロナのため中止。

・水害に特化した防災訓練計画に
合わせて確認

○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・富士川流域における水害リスク（災害の想定）の把握
・多機関タイムライン検討会へ参加して、タイムラインを見直す

・流域治水に関する会議へ参加による情報共有 ・孤立する恐れのある箇所を把握
・水害リスクを踏まえた地域の課
題を把握

●

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・防災訓練の中で実施 ・防災アプリを利用した避難者情報の収集
・にらさき防災・行政ナビ（防災
アプリ）を通じて情報収集を模擬
的に実施した。

・防災アプリを利用した避難者情
報の収集

●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・「避難判断基準検討支援システム」の活用 ・システムを利用した緊急避難場所となる施設検討 未実施
・システムを利用した緊急避難場
所となる施設検討

○

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップポータルサイトの活用
・住民へのハザードマップポータルサイトの周知

・地区（自治会）へ出向きハザードマップの説明 コロナのため説明会開催自粛
・WEB版ハザードマップの作成及
び周知

○

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布（窓口来庁時） ・不動産業者にハザードマップを配布（窓口来庁時）
不動産業者等に配布している（窓
口来庁時）。

・不動産業者にハザードマップを
配布（窓口来庁時）

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・マイタイムラインの普及
・地域減災マップの作成促進

・ホームページに掲載したひな型の周知と作成支援
広報、ホームぺージなどで周知。
住民から問い合わせによる作成支
援

・ホームページに掲載したひな型
の周知と作成支援

▲

10 ・災害リスクの現地表示 ・想定浸水深及び土砂災害警戒区域の標識設置 ・浸水想定区域内の指定避難所及び電柱等への標識設置 98箇所設置
・浸水想定区域内の指定避難所及
び電柱等への標識設置

▲

11 ・広域避難体制の構築 ・県内自治体間の情報共有 ・県主催の広域避難検討会への出席
・県主催の広域避難検討会への出
席

・県主催の広域避難検討会への出
席

●

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・避難確保計画の作成率100％
・計画に基づく訓練促進

・未作成施設への作成指導 ほとんどの施設で作成済 ・未作成施設への作成指導 ▲

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ・正確かつ簡潔な情報配信 ・緊急速報メールの配信ひな型の作成
・緊急速報メールの配信ひな型の
作成

・緊急速報メールの配信テストや
配信訓練の実施

●

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・速やかな情報の多重配信
・受信側住民登録者の増加

・防災アプリ、メルマガ、ＨＰなど操作訓練
・会議やイベント等での登録勧奨説明

・防災アプリ、メルマガ、ＨＰな
ど操作訓練
・会議やイベント等での登録勧奨
説明

・防災アプリ、メルマガ、ＨＰな
ど操作訓練
・会議やイベント等での登録勧奨
説明

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ・河川の水位や雨量計情報の配信方法の周知 ・市公式ホームページへのリンク掲載とチラシ作成 リンク掲載、チラシ作成済み さらに充実した周知の検討 ▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・情報提供システムを活用と避難行動への紐づけ ・取得情報の判断の仕方を周知 全戸配布による周知 全戸配布による周知 ▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・ハード整備の限界と誰でも出来る減災ソフト整備の普及
・住民向け講座等での周知
・ハザードマップのハンドブック活用

減災フォーラムで実施予定であっ
たが、コロナにより中止した

・住民向け講座等での周知
・ハザードマップのハンドブック
活用

○

実績
No
.

取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 韮崎市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績

No
.

取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 未実施 ・トップセミナーへの参加 ○

20 ・防災教育の促進
・市内小中学校での防災教育の実施
・地域減災リーダーの若年層登録者の増加

・包括的連携協定による講師の小中学校派遣
・市内高校への認定講座開催の呼びかけ

・各小中学校において、学期に１
度防災訓練を実施している。
・防災教育については、市内小学
校１校で７月に富士川砂防事務所
による出前講座を活用し学習し
た。

・包括的連携協定による講師の小
中学校派遣
・市内高校への認定講座開催の呼
びかけ

▲

21 ・災害の伝承 ・昭和34年災害の被災60周年祈念碑を活用した周知 ・新採用職員研修にて若手職員への周知

・新採用職員研修にて若手職員へ
の周知
・新たに国土地理院に記念碑の情
報提供（２箇所）

・新採用職員研修にて若手職員へ
の周知

●

22 ・共助の仕組みの強化 ・機能する自主防災組織づくり ・地域減災リーダーを活用した既存組織の再編
全地区に再編に係るアンケートを
実施

各地区と詳細について協議を重ね
る

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ・オンラインでの情報共有体制の確立 ・災害対策本部と福祉施設関係者との情報伝達
災害拠点病院と指定福祉避難所に
wi-fiを整備した。

・災害対策本部と福祉施設関係者
との情報伝達訓練の実施

▲

24 ・業務継続計画の策定 ・機能する業務継続計画への改定 ・有識者協力による既存計画の精査 防災計画の改定に併せ、検討中。
・有識者協力による既存計画の精
査

▲

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・既存資機材の適正管理 ・資機材の点検と劣化したものの入れ替え
・資機材の点検と劣化したものの
入れ替え

・資機材の点検と劣化したものの
入れ替え

▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・水防関係者と河川管理者の合同巡視 ・国、県河川管理者との合同巡視
・山梨県との重要水防区域合同パ
トロール実施

・山梨県との重要水防区域合同パ
トロール実施

●

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・多様な関係機関が参加する水防訓練の実施 ・消防協会峡北支部の水防訓練への水防団参加 未実施
・消防協会峡北支部の水防訓練へ
の水防団参加

○

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムの採り入れ ・災害時巡視システムの利用の検討 未検討
・災害時巡視システムの利用の検
討

○

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・水防団（消防団）の支援体勢の充実。 ・消防団サポート事業等の事業促進
・消防団サポート事業等の事業促
進

・消防団サポート事業等の事業促
進

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・河川管理者との連携強化 ・顔が見える関係の構築 ・顔が見える関係の構築 ・顔が見える関係の構築 ●

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・自主防災組織の再編 ・地区（自治会）説明会の実施
全地区に再編に係るアンケートを
実施

各地区と詳細について協議を重ね
る

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・水門操作担当者や堰管理者との連携強化 ・水害に特化した防災訓練の実施
・R3.6.20に訓練を予定していた
が、コロナのため中止。

・R4.6.19に水害に特化した訓練の
実施

○

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 韮崎市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績

No
.

取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・浸水想定区域外の緊急避難場所の確保 ・民間施設及び敷地の利用に向けた協議 民間アパートと協定を締結
・民間施設及び敷地の利用に向け
た協議

▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・非常用発電機の管理、備蓄資材の充実 ・不足する備蓄資材の確認と検討
すべての避難所に非常用発電機を
配備した

・不足する備蓄資材の確認と検討 ▲

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲斐市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・市組織体制、関係機関との連絡体制、避難情報発令基準に合わせた
チェックリスト・タイムライン見直し及び訓練の実施

・市組織体制及び避難情報発令基準に合わせたチェックリ
スト・タイムラインの見直し

順次実施
関係機関と連携し、チェックリス
ト・タイムラインの見直しなど体
制整備を検討する。

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認 順次実施
タイムラインなどを考慮し、避難
情報発令の対象区域・判断基準を
必要に応じて見直し。

○

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達
・利水ダムの貯水容量や放水状況等、活用できる情報の把
握
・ダム管理者と連携した訓練実施

令和３年度実施の洪水対応情報伝
達演習に参加

引き続き実施予定 ▲

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・他機関タイムライン検討会への参加 ・他機関タイムライン検討会への参加
多機能連携タイムライン勉強会に
参加

引き続き実施予定 ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施
令和３年度実施の洪水対応情報伝
達演習に参加

引き続き実施予定 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討
・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の
再検討

洪水ハザードマップ作成時にシス
テムを活用

引き続き実施予定 ▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップを使用した避難訓練の実施

・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの
提供

令和３年度洪水ハザードマップを
作成

全戸配布を行い、市民への周知を
推進する

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者へハザードマップを配布 ・不動産業者へハザードマップを配布 未実施 実施検討 ○

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・マイタイムラインの周知及び作成促進 ・マイタイムラインの周知及び作成促進
甲斐市地域防災リーダーを通じ
て、防災マップ作成を推進

引き続き実施予定 ▲

10 ・災害リスクの現地表示 ・指定避難所へ想定浸水深表示（更新）
・ハザードマップ作成に併せ指定避難所へ想定浸水深確
認・表示（更新）

実施検討 実施検討 ▲

11 ・広域避難体制の構築
・広域避難計画作成
・民間企業と災害協定締結など可能な限り多くの避難先の検討

・広域避難計画作成 広域避難計画素案を作成 今後充実を検討 ▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施を促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び訓練実施を促
進

避難確保計画作成を指導
避難確保計画作成指導及び訓練実
施促進

▲

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・富士川水系情報提供システムの周知 ・富士川水系情報提供システムの周知 未実施 実施検討 ○

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 ・SNSを利用した防災・気象情報の配信検討 ・SNSを利用した防災・気象情報の配信検討
避難情報及び避難所開設について
SNSで情報配信

避難情報及び避難所開設について
SNSによる情報配信体制整備済み

●

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する簡易水位計/危機管
理型水位計の設置

・危機管理型水位計の設置箇所を検討 未実施 実施検討 ○

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・市HP等を通じ、河川の水位情報の取得方法を解説する ・避難情報と共に河川水位の解説を市HPに掲載 未実施
市HPなどを通じて、堤防や水位に
係る情報提供を行う

○

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・依頼等により、堤防の能力を超過する規模の災害が発生
した際の危険性について、出前講座を開催

未実施 実施検討 ○

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期・評価



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲斐市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期・評価

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 未実施 実施検討 ○

20 ・防災教育の促進
・地域防災力向上のための人材育成
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施

・地域防災力向上のための人材育成
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施

甲斐市地域防災リーダー養成講習
及び公民館における防災研修への
講師派遣

引き続き実施予定 ●

21 ・災害の伝承 ・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進
・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載
を推進

未実施 実施検討 ○

22 ・共助の仕組みの強化
・甲斐市地域防災リーダーの育成
・自主防災組織の設立・強化促進

・甲斐市地域防災リーダーの育成
・自主防災組織の設立・強化促進

甲斐市地域防災リーダー養成講習
で共助の重要性説明

引き続き実施予定 ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、避難場所や避難基準、連絡体制等を
検討

・浸水する恐れのある施設について、避難場所や避難基
準、連絡体制等を検討

庁舎への侵水を防止するため、職
員による土のう作り訓練を実施

引き続き実施予定 ●

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の見直し ・業務継続計画の見直し検討 策定済みの内容の見直しを検討 策定済みの内容の見直しを検討 ▲

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配備した資機材の点検・補充 ・必要に応じて土嚢等追加 不要・必要資機材の整備 引き続き実施予定 ●

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・共同点検の実施・参加 ・共同点検の実施・参加検討 未実施 実施検討 ○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・関係機関が連携した水防訓練への参加 ・関係機関が連携した水防訓練への参加 コロナのため未実施 引き続き実施予定 ▲

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有
・山梨県総合防災情報システムの活用
・システムを活用した被災情報の共有訓練実施

風水害発生の恐れがある場合に富
士川水系情報提供システム等を活
用

引き続き実施予定 ▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・消防団員のPRを行い入団促進する
広報誌などで活動内容の紹介や団
員の募集を実施

引き続き実施予定 ●

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・河川管理者との連携強化 ・河川管理者との連携強化 未実施 順次検討 ○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と自主防災組織の強化
・甲斐市地域防災リーダーの育成
・自主防災組織の設立・強化促進

地域防災リーダー養成講習を実
施。令和３年度は24名を地域防災
リーダーに認定

引き続き実施予定 ▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲斐市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期・評価

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・民間企業と災害協定締結など可能な限り多くの避難先の検討
・民間企業と災害協定締結など可能な限り多くの避難先の
検討

民間企業7社と協定締結し緊急避
難場所の確保を推進

引き続き実施予定 ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・大規模停電に備えた非常用発電設備の整備・増強の検討 ・大規模停電に備えた非常用発電設備の整備・増強の検討
庁舎電気機械室への侵入を防ぐ防
護壁の設置、浸水防護版の準備
（平成28年8月整備完了）

ー ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 南アルプス市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

タイムラインの定期的な見直しと修正 タイムライン図上訓練の実施 未実施 図上訓練実施 〇

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
避難指示等発令の対象区域、判断基準を検討し、実情に即した基準へ見直
す

実情に即した見直しを実施
地区(避難区域等）ごとの判断基準
の見直しを行った。

継続的に見直しを行う ▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達 利水ダムの貯水容量や放流状況等、活用できる情報の把握
災害時に入ってくる情報を確認し
ながら対応していたが出水はな
かった。

災害時に的確な状況判断し情報共
有

●

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
富士川流域における水害リスクを把握し、多機関タイムライン検討会へ参
加する

多機関タイムライン検討会への参加 多機関タイムライン勉強会へ参加 多機関タイムライン検討会へ参加 〇

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応伝達演習への参加 不参加 状況により参加（感染収束時） 〇

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 避難判断基準等検討支援システムの活用促進 勉強会への参加 不参加 状況により参加（感染収束時） 〇

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップポータルサイトの活用
・住民へのハザードマップポータルサイトの周知

住民へのハザードマップポータルサイトの勉強会を実施
防災講習会及び防災リーダー講習
会にて周知

住民への勉強会を継続的の行う ▲

8 ･適切な土地利用の促進 不動産業者に対しハザードマップを配布 不動産業者に対しハザードマップを配布
窓口に相談に見えられた方への説
明マップの配布

不動産業者に対し危険個所等説明
しハザードマップの配布を継続的
に行う

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 国等が実施する体験研修会等へ参加し、作成のノウハウを取得する モデル地区を選定し、講習会を開催する

特定の地域を決めての講習は行っ
ていないが、防災講習会の中で各
地区の避難経路及び危険個所の確
認を行うよう説明した。

講習会の中で説明し各地区で危険
個所マップを作成

〇

10 ・災害リスクの現地表示 まるごとまちごとハザードマップの作成事例を収集 各種講習会にて作成事例を紹介する

感染拡大のため講習会は行ってい
ないが地区防災計画が上がってき
ている地域の紹介を兼ね配布する
予定

各種講習会にて作成事例を紹介す
る

〇

11 ・広域避難体制の構築 避難経路の検討を行う 避難経路の検討を行う
ハザードマップで各地区の危険個
所を確認

講習会等で各地区の避難経路の検
討を行う

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 要配慮者施設における避難計画の策定及び訓練の実施 計画の策定及び訓練実施の促進

施設における避難計画のとおり感
染対策を行いながら出来ている。
未作成の施設もあるので説明をし
ながら作成を促している

計画の策定及び訓練実施の促進 〇

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提供
システムの周知

ホームページに富士川水系情報提供システムのリンクを追
加

未追加
ホームページに富士川水系情報提
供システムのリンクを追加

○

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実

・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・危険性の認識につながるよう、PC,スマートフォン等で水位情報と共に
河川画像のリアルタイム提供
・SNSを利用した防災・気象情報の配信

・エリアメールのテスト配信を実施（6月、10月）
・ホームページに富士川水系情報提供システムのリンクを
追加し、水位、河川画像のリアルタイム情報提供を実施

感染拡大の影響からかそちらの対
応に追われ出来なかった。

配信テストを兼ねた訓練を行いた
い。

○

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度
危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する簡易水位計/危機管理
型水位計の設置

危機管理型水位計の設置箇所を検討 未設置
危機管理型水位計の必要な場所を
確認し設置個数等を検討する。

○

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う 避難情報と共に河川水位の開設をホームページに掲載 掲載できていない
避難情報と共に河川水位の開設を
ホームページに掲載

○

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ハザードマップの周知と併せ、住民へ情報提供する ハザードマップの周知と併せ、住民へ情報提供する

ハザードマップを見る機会を増や
して頂くため啓発を行い自分が住
んでいる場所の危険状況を確認し
ていただいている。

ハザードマップ等に関心を持つよ
う啓発（緊急避難場所等の位置確
認）

●

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 南アルプス市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 トップセミナーへの参加 トップセミナーへの参加 参加できていない。 参加予定 ○

20 ・防災教育の促進 小学生を対象とした出前講座の実施 小学生を対象とした出前講座の実施
夏休みを利用し各地区を訪問し実
施したが、感染拡大のため全地区
での講座は開けなかった。

出前講座は継続的に行う ●

21 ・災害の伝承

・過去に発生した自然災害について、災害の模様や被害状況等が記載され
た「自然災害伝承碑」の設置
・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進
・伝承碑が表示された地理院地図の活用

・ハザードマップの地図に伝承碑が表示された地理院地図
の利用

出来ていない。

・過去にあった自然災害の状況や
教訓を共有し地理院地図を利用
・ハザードマップの地図に伝承碑
の表示を検討

○

22 ・共助の仕組みの強化 地区防災計画策定の促進 地区防災計画策定の促進

感染拡大のため説明不足の所はあ
るが、問い合わせのあった地区に
資料を持っていき説明を行った。
今後も、説明に行く。

地区防災計画策定の促進 ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 庁内における水防配置及び動員計画の見直し 庁内における水防配置及び動員計画の見直し
人員配置の見直し（担当が変わっ
たところの説明）

庁内における水防配置及び動員計
画の見直し

〇

24 ・業務継続計画の策定 見直しの検討 見直しの検討 見直しを実施した。 継続的に見直しを行う ●

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 配置した機材の定期点検、補充
・土のうの追加配備
・消防団と連携を図り、整備計画を更新

消防団と連絡を密にし迅速な災害
対応（使用資機材の準備）のでき
る体制

消防団と連携し災害等に対応する
資機材点検の徹底

▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施
・共同点検の実施・参加
・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所の巡視を実施

・重要水防箇所の点検時、河川に隣接する自治会役員の参
加を促進
・水防団等による共同点検の実施

防災講習会で危険個所等を説明し
（資料等で）各地区の危険個所を
確認

・重要水防箇所の点検時、河川に
隣接する自治会役員の参加を促進
・水防団等による共同点検の実施

○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ー

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 災害時巡視システムによる被災情報の共有
・山梨県総合防災情報システムの活用
・システムを活用した被災情報の共有訓練の実施

全体の訓練で使用し、災害発生時
に活用出来るよう備えている。

システムを活用した訓練を行う
（防災訓練等で）

▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

消防団員確保対策の継続実施
消防団協力員の増員を目指し、ポスター等で活動を周知す
る。（目標+3名）

窓口等に掲載し周知
各講習会等で啓発及び公共機関へ
ポスター等を掲示し周知

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 出水期における水防活動等について水防関係者間で振返りを実施 水防活動等について水防団と振返りを実施 出水がなかったため未実施
水防活動等について水防団と振返
りを実施

○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進する 地域防災リーダー養成講習会を開催
自治会より推薦者を募り開催し
た。（コロナ禍であるので人数制
限で）

共助に関心を持ってもらう講習会
を開催

●

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

市が所管する樋門・樋管の操作情報の共有 市が所管する樋門・樋管の操作情報を共有する。
担当者が変わる際操作確認説明を
行う。

市が所管する樋門・樋管の操作情
報を共有する。

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施
・毎月の始動点検・運用訓練や年１回の機関員講習会を実施。

国土交通省の操作講習会に参加 不参加 操作講習会への参加 ○

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 南アルプス市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保
津波・洪水の浸水想定より高い道路区間を抽出し、地方公共団体のニーズ
を踏まえて緊急避難場所として活用

津波・浸水想定より高い道路区間から緊急避難場所候補地
を抽出

浸水想定にかからない事を確認し
緊急避難場所として登録した。

緊急的に垂直避難のできる高層建
築物の抽出

▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 昭和町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインに基づく訓練
の実施

・出水を踏まえた避難勧告の発令に着目したチェックリス
ト・タイムラインの見直し

・出水がなかったため未実施
・洪水対応情報伝達演習を踏まえ
たタイムラインの見直し

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・出水を踏まえた避難勧告等発令の対象区域、判断基準等
の確認

・出水がなかったため未実施
・洪水対応情報伝達演習を踏まえ
たタイムラインの見直し

○

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多様な関係機関の連携による情報共有を見える化した多機関連携型タイ
ムラインの作成

・水害リスクを踏まえた昭和町の課題を把握 ・孤立する恐れのある箇所を把握
・水害リスクを踏まえた地域の課
題を把握

●

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施
・R3.5月に洪水対応情報伝達演習
の実施

・洪水対応情報伝達演習の実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討 ・避難判断基準等検討支援システムのデータ更新 ・更新するデータなし
・避難判断基準等検討支援システ
ムのデータ更新

○

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ・中小河川や内水の浸水想定区域図等、ハ水害リスク情報の充実 ・ハザードマップポータルサイト開設の検討 ・町ホームページにリンクを設置
・ハザードマップポータルサイト
の周知を継続する

●

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・希望する不動産業者に配布
・不動産業者に対しハザードマッ
プを配布

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・マイタイムラインの作成の手引きの周知 ・マイタイムラインの作成の手引きの周知
・マイタイムラインの作成の手引
きを掲載した住民向け防災マニュ
アルを全戸配布

・マイタイムラインの作成の手引
きの周知

●

10 ・災害リスクの現地表示
・想定浸水深や避難所の情報等を標示する「まるごとまちごとハザード
マップ」を推進

・「まるごとまちごとハザードマップ」整備の検討
・「まるごとまちごとハザード
マップ」整備の検討

「まるごとまちごとハザードマッ
プ」を整備する

●

11 ・広域避難体制の構築 ・広域避難に関して地域防災計画の定期的な見直し 広域避難検討会への参加
・広域避難検討会へ参加
（8/31,12/7,2/14）

・広域避難検討会へ参加 ●

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の実施支援 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・対象となる施設に対して作成を
依頼するとともに、町HPへも作成
の手引き等を掲載

・計画を作成済みの施設へは継続
的に計画の見直しや訓練の実施に
ついて周知。未作成の施設に対し
ては作成を促す

▲

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提
供システムの周知

・町ホームページに富士川水系情報提供システムのリンク
を追加

・富士川水系情報提供システムの
リンクを町HPに掲載

・周知を継続する ●

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ・SNS等各種ツールを利用した防災・気象情報の配信
・自治体ホームページに富士川水系情報提供システムのリ
ンクを追加し、水位、河川画像のリアルタイム情報提供を
実施

・富士川水系情報提供システムの
リンクを町HPに掲載

・SNS等を活用した情報発信検討
する

●

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 ・SNS等各種ツールを利用した防災・気象情報の配信
・自治体ホームページに富士川水系情報提供システムのリ
ンクを追加し、水位、河川画像のリアルタイム情報提供を
実施

・富士川水系情報提供システムの
リンクを町HPに掲載

・SNS等を活用した情報発信検討
する

●

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する簡易水位計の設置 ・水位計設置個所の検討 検討を行う
・必要に応じて水位計設置個所の
検討を行う。

●

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う ・避難情報と共に河川水位の開設をホームページに掲載
・新たな警戒レベル、避難情報を
町HPに掲載

・SNS等を活用した情報発信検討
する

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・防災施設の機能に関する情報提供 ・未実施
・堤防等の施設の能力を超過する
規模の災害が発生した際の危険性
の周知

○

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 昭和町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み

19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 ・不参加 ・トップセミナーへの参加 ○

20 ・防災教育の促進 ・出前講座や小中学生等を対象とした水災害教育の実施 ・出前講座や小中学生等を対象とした水災害教育の実施 ・未実施 ・水災害教育の実施を継続する ▲

21 ・災害の伝承 ・過去に発生した自然災害についての記録保存と公開 ・過去に発生した自然災害についての記録保存と公開 町が保存する記録がない 　― ○

22 ・共助の仕組みの強化 ・防災リーダー育成と避難訓練への地域住民の参加促進 ・地域住民の参加促進
・地域防災リーダー養成講習会の
開催（R3 7/６.11,18）

・地域防災リーダー養成講習会の
開催

●

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・避難が必要となる施設の抽出 ・浸水する恐れのある施設の確認
・対象施設の退避基準、連絡体制
を検討

▲

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の見直し ・業務継続計画の見直しを検討 ・見直しをおこなう ・継続して見直しを行う ●

25 ・総合的な土砂管理 ー
水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配置した機材の定期点検、補充 ・配置した機材の定期点検、補充 ・点検、補充を行う ・点検、補充を継続する ●

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・共同点検の実施・参加 ・水防団等による共同点検の実施 ・未実施 ・水防団等による共同点検の実施 ○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・関係機関が連携した水防訓練への参加 ・関係機関が連携した水防訓練への参加 ・未実施
・関係機関が連携した水防訓練へ
の参加

○

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムをによる被災情報の共有 ・山梨県総合防災情報システムの活用 ・未実施
・システムを活用した被災情報の
共有

○

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・ＨＰ等により消防団員を募集 ・ＨＰ等により消防団員を募集 ・ＨＰ等により消防団員を募集 ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・水防関係者間での連携強化 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・未実施
・水防関係者間での連携、協力に
関する検討

○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進 ・地域防災リーダー養成講習会を開催
・地域防災リーダー養成講習会の
開催（R3 7/６.11,18）

・地域防災リーダー養成講習会の
開催

●

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組

◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・町が所管する水門の操作情報の共有 ・町が所管する水門の操作情報の共有
・出水期前に操作情報を確認、共
有する

・出水期前に操作情報を確認、共
有する

●

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・国土交通省の操作講習会に参加 ・不参加 ・国土交通省の操作講習会に参加 ○
◆機能保全

37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 昭和町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）

◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・民間の施設との協定締結 ・民間の施設との協定締結 継続する 継続する ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・本庁舎以外の出先機関機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の
整備）の整備

・整備計画の検討 未実施 ・整備計画の検討 ○

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 中央市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・ダムの洪水調節機能を踏まえた避難指示の発令に着目したチェックリス
ト・タイムラインの見直し
・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインに基づく訓練
の実施

・出水を踏まえた避難勧告の発令に着目したチェックリス
ト・タイムラインの見直し

・未実施
・出水を踏まえた避難指示の発令
に着目したチェックリスト・タイ
ムラインの見直し

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・出水を踏まえた避難勧告等発令の対象区域、判断基準等
の確認

・避難指示等発令の対象区域、判
断基準等の確認の実施

・出水を踏まえた避難指示等発令
の対象区域、判断基準等の確認

●

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達
・利水ダムの貯水容量や放流状況等、活用できる情報の把
握

・未実施
・利水ダムの貯水容量や放流状況
等、活用できる情報の把握

○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多様な関係機関の連携による情報共有を見える化した多機関連携型タイ
ムラインの作成

・多機関タイムライン検討会への参加
・富士川水害（多機関連携型)タイ
ムライン勉強会へ参加

・多機関タイムライン検討会への
参加

●

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習へ参加 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難判断基準等検討支援システムの周知
・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討

・避難判断基準等検討支援システムのデータ更新 ・避難所の更新
・避難判断基準等検討支援システ
ムのデータ更新

●

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップポータルサイトの活用
・住民へのハザードマップポータルサイトの周知

・住民へのハザードマップポータルサイトの周知
・ハザードマップを全戸配布し
ホームページ等で周知

・住民へのハザードマップポータ
ルサイトの周知

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・来庁した業者にその都度配布
・不動産業者に対しハザードマッ
プを配布

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・マイハザードマップ、マイタイムライン、防災マップの作成の手引きの
周知、作成支援ツールの普及、及び作成する場の提供
・地区防災計画の策定促進

・地区防災計画の策定促進
・2自治会（4自主防災会）で地区
防災計画を策定中

・地区防災計画の策定促進 ▲

10 ・災害リスクの現地表示
・想定浸水深や避難所の情報等を標示する「まるごとまちごとハザード
マップ」を推進

・浸水深表示板の設置 ・浸水エリア52箇所に設置 ・浸水深表示板の設置 ★

11 ・広域避難体制の構築
・近隣自治体、民間企業などとの災害協定の締結
・広域避難計画の策定

・広域避難計画の策定
・広域避難計画の策定中
・広域避難検討会へ参加
・広域品案訓練の実施

・広域避難検討会へ参加
・広域避難計画の見直し

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の実施支援

・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・要配慮者利用施設へ避難確保計
画の提出を促す

・要配慮者利用施設の避難計画に
基づく訓練の実施支援

●

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提
供システムの周知

・富士川水系情報提供システムを活用した情報提供
・講習会等で富士川水系情報提供
システムを紹介

・富士川水系情報提供システムを
活用した情報提供

●

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ―

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実

・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・危険性の認識につながるよう、PC,スマートフォン等で水位情報と共に
河川画像のリアルタイム提供
・SNSを利用した防災・気象情報の配信

・SNSを利用した防災・気象情報の配信 大きな災害が無かったので未実施
・出水期に台風情報を市公式
Twitter、LINEで配信

○

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ―

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う ・新たな警戒レベルをホームページに掲載
・新たな警戒レベル、避難情報を
ホームページに掲載

・新たな警戒レベルの更なる周知 ●

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際
の危険性の周知

・未実施
・堤防等の施設の能力を超過する
規模の災害が発生した際の危険性
の周知

○

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 中央市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 ・未実施 ・トップセミナーへの参加 ○

20 ・防災教育の促進

・地域防災力の向上のための人材育成
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・地域や学校関係者等の意識向上に向けた、防災教育による効果事例集の
作成
・防災教育に関するシンポジウムの開催または参加

・防災教育に関するシンポジウムの参加
・小中学生等を対象とした水災害教育の支援

・小学校での水災害教育を実施
・小中学生等を対象とした水災害
教育の支援

●

21 ・災害の伝承
・過去に発生した自然災害について、災害の模様や被害状況等が記載され
た「自然災害伝承碑」の設置
・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進

・該当があれば随時実施 ・未実施 ・該当があれば随時実施 ○

22 ・共助の仕組みの強化

・家屋倒壊等氾濫想定区域の自治会を対象とした防災研修会の実施
・避難訓練への地域住民の参加促進
・避難情報に関する意見交換会
・地域間の取り組み状況の共有
・地域防災リーダーの育成

・地域防災リーダー育成講習会の開催
・地域防災リーダー養成講習の開
催

・地域防災リーダー養成講習の開
催

●

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・本庁舎以外の施設での対策を検討 ・浸水する恐れのある施設の確認
・本庁舎以外の施設での対策の検
討

▲

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画に資機材の配備状況を更新 ・未実施
・業務継続計画に資機材の配備状
況を更新

○

25 ・総合的な土砂管理 ―

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ―

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配置した機材の定期点検、補充 ・土のうの追加配備 ・未実施 ・土のうの追加配備等 ○

28 ・共同点検・合同巡視の実施
・共同点検の実施・参加
・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所の巡視を実施

・重要水防箇所の点検時、河川に隣接する自治会役員の参
加を促進
・水防団等による共同点検の実施

・未実施 ・水防団等による共同点検の実施 ○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施
・関係機関が連携した実働水防訓練への参加
・多様な関係機関、住民が参加する水防訓練の実施
・浸水想定区域内の住民へ水防訓練への参加を推進

・消防本部で実施する水防訓練へ参加
・自主防災会等を水防活動への参加促進

・洪水対応演習への参加
・広域避難訓練の実施

・関係機関で実施する水防訓練へ
参加
・自主防災会等を水防活動への参
加促進

●

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムをによる被災情報の共有
・山梨県総合防災情報システムの活用
・システムを活用した被災情報の共有訓練の実施

・山梨県総合防災情報システムの
活用
・システムを活用した被災情報の
共有

・山梨県総合防災情報システムの
活用
・システムを活用した被災情報の
共有

●

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・消防団員サポート事業、自動車等運転免許取得費補助
・消防団協力員の増員を目指し、
広報等で募集

・消防団協力員の増員を目指し、
広報等で募集

●

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水期における水防活動等について水防関係者間との役割分担等の確認
を実施
・河川管理者との連携強化

・河川管理者との連携強化 ・出水がなかったため未実施 ・河川管理者との連携強化 ○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進
・地域防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進す
る

・地域防災リーダー養成講習会の開催
・地域防災リーダー養成講習の開
催

・地域防災リーダー養成講習の開
催

●



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 中央市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・ウェブカメラの情報を共有し排水ポンプの始動タイミングの適正化
・市が所管する樋門・樋管の操作情報の共有

・水門の位置、操作法を出水期前に建設担当で確認
・水門の位置、操作法を出水期前
に建設担当で確認

・水門の位置、操作法を出水期前
に建設担当で確認

●

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ―

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・講習会への参加 ・国土交通省の操作講習会に参加 ・未実施 ・関係機関の講習会への参加 ○

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ―

38 ・排水設備の機能保全 ―

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ―

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ―

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ―

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ―

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ―

46 ・応急的な退避場所の確保 ・浸水リスク、内水を考慮した避難所の確保 ・垂直避難が可能な高層建築物の所有者との協定の推進
・垂直避難が可能な高層建築物の
所有者との協定の推進

・垂直避難が可能な高層建築物の
所有者との協定の推進

▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

―

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・本庁舎以外の施設での対策を検討 ・本庁舎以外の施設での対策を検討 ・対策の必要性を検討 ・耐水化、非常用電源の確保 ▲

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

―



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 市川三郷町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・チェックリスト・タイムラインに基づく訓練の実施
・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの見直し

・チェックリスト・タイムライン
見直し

・避難指示の発令に着目した
チェックリスト・タイムラインの
見直し

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・出水を踏まえた避難指示等発令の対象区域、判断基準等
の確認

・判断基準等の確認
・出水を踏まえた避難指示等発令
の対象区域、判断基準等の確認

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの放流情報の伝達 ・ダムの放流情報等の連絡体制の確認 ・情報の確認
・ダムの放流情報等の連絡体制の
確認

○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多様な関係機関の連携による情報共有を見える化した多機関連携型タイ
ムラインの作成

・多機関タイムライン検討会への参加
・多機関連携型タイムラインの作
成周知

・多機関タイムライン検討会への
参加

▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習に参加 ・演習の未実施 ・洪水対応情報伝達演習に参加 ○

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討 ・避難判断基準等検討支援システムのデータ更新 ・避難基準の再検討
・避難判断基準等検討支援システ
ムを活用した避難基準の再検討

▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ・ハザードマップポータルサイトの活用 ・ハザードマップポータルサイトの活用
・ハザードマップポータルサイト
の活用

・ハザードマップポータルサイト
の活用

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・HP周知 ハザードマップのHP周知 ▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・マイハザードマップ、マイタイムラインの作成の手引きの周知、作成支
援ツールの普及

・マイタイムライン作成講習会の実施 ・作成の手引きの周知
・マイタイムライン作成講習会の
実施

▲

10 ・災害リスクの現地表示
・想定浸水深や避難所の情報等を標示する「まるごとまちごとハザード
マップ」を推進

・想定浸水深等を標示する看板の整備 ・看板の整備
・想定浸水深等を標示する看板の
整備

▲

11 ・広域避難体制の構築 ・近隣自治体、民間企業などとの災害協定の締結 ・広域避難の協力をお願いしたい自治体の選定
・近隣自治体、民間企業などとの
災害協定締結の検討

・広域避難の協力をお願いしたい
自治体の選定

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の実施支援

・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・要配慮者利用施設の避難計画の
作成促進

・要配慮者利用施設の避難計画に
基づく訓練の実施

▲

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提
供システムの周知

・町ホームページに富士川水系情報提供システムのリンク
を追加

・情報提供システムの周知
・町ホームページに富士川水系情
報提供システムのリンクを追加

▲

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ・警戒レベルに関して住民へ周知
・町ホームページ、広報等で警戒レベルに関して住民へ周
知

・警戒レベルに関して住民へ周知
・町ホームページ、広報等で警戒
レベルに関して住民へ周知

▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・SNSを利用した防災・気象情報の配信

・エリアメールのテスト配信を実施

・緊急速報メールによる洪水情報
の提供
・SNSを利用した防災・気象情報
の配信

・エリアメールのテスト配信を実
施

●

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する簡易水位計/危機管
理型水位計の活用

・国、県設置の水位計を活用し情報取集
・危険度の的確な把握及び自治体
の避難判断に資する簡易水位計/危
機管理型水位計の活用

・国、県設置の水位計を活用し情
報取集

▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う ・避難情報と共に河川水位の開設をホームページに掲載
・住民へ水害の切迫性が効果的に
伝わるように解説を行う

・避難情報と共に河川水位の開設
をホームページに掲載

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・防災施設の機能に関する情報に関して住民へ周知
・防災施設の機能に関する情報提
供の充実

・防災施設の機能に関する情報に
関して住民へ周知

▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 ・不参加 ・トップセミナーへの参加 ▲

20 ・防災教育の促進 ・防災教育に関するシンポジウムの開催または参加 ・防災教育に関するシンポジウムへ参加 ・不参加
・防災教育に関するシンポジウム
へ参加

▲

21 ・災害の伝承 ・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進 ・町内の伝承碑設置個所確認 ・掲載を検討 ・町内の伝承碑設置個所確認 ▲

22 ・共助の仕組みの強化 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ・避難訓練への地域住民の参加促進 ・避難訓練未実施
・避難訓練への地域住民の参加促
進

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・退避場所の候補地の検討
・退避場所や退避基準、連絡体制
等を検討

・退避場所の候補地の検討 ▲

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の内容更新 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の内容更新 ●

25 ・総合的な土砂管理 ―

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 市川三郷町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ―

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配置した機材の定期点検、補充 ・水防資機材の補充 ・配置した機材の定期点検、補充 ・水防資機材の補充 ▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・共同点検を実施、合同巡視に参加 ・共同点検を実施、合同巡視に参加
・共同点検を実施、合同巡視に参
加

・共同点検を実施、合同巡視に参
加

▲

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・関係機関が連携した実働水防訓練への参加 ・水防訓練への参加 ・訓練未実施 ・水防訓練への参加 ▲

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムをによる被災情報の共有 ・山梨県総合防災情報システムの活用 ・被災情報の共有
・山梨県総合防災情報システムの
活用

▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・広報への掲載による消防団員の募集 ・消防団員確保対策の継続実施
・広報への掲載による消防団員の
募集

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・出水期における水防活動等について水防関係者間で振返りを実施 ・水防活動等について水防団と振返りを実施 ・水防関係者間で振返りを実施
・水防活動等について水防団と振
返りを実施

▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進する ・地域防災リーダー養成講習会を開催 ・講習会中止
・地域防災リーダー養成講習会を
開催

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・町が所管する樋門・樋管の操作情報の共有 ・町が所管する樋門・樋管の操作情報を共有する。
・町が所管する樋門・樋管の操作
情報の共有

・町が所管する樋門・樋管の操作
情報を共有する。

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ―

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会に参加 ・国土交通省の操作講習会に参加 講習会未実施 ・国土交通省の操作講習会に参加 ▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ―

38 ・排水設備の機能保全 ―

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ―

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ―

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ―

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ―

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ―

46 ・応急的な退避場所の確保
・津波・洪水の浸水想定より高い道路区間を抽出し、地方公共団体のニー
ズを踏まえて緊急避難場所として活用

・津波・浸水想定より高い道路区間から緊急避難場所候補
地を抽出

・緊急避難場所の検討
・津波・浸水想定より高い道路区
間から緊急避難場所候補地を抽出

▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

―

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・72時間以上運転可能な非常用発電設備の設置、更新 ・非常用発電設備の設置検討 ・非常用発電設備の検討 ・非常用発電設備の設置検討 ▲

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

―



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲州市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・ダムの洪水調節機能を踏まえた避難指示の発令に着目したチェックリス
ト・タイムラインの見直し
・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインに基づく訓練
の実施

・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの見直し及び訓練実施のための支援

・チェックリスト・タイムライン
を作成

・チェックリスト・タイムライン
の見直し及び訓練実施のための支
援

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・避難指示等発令の対象区域、判
断基準の設定

・避難指示等発令の対象区域、判
断基準の確認

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達 ・ダムの貯水容量や放流状況等、活用できる情報の把握 ・未実施
・ダムの貯水容量や放流状況等、
活用できる情報の把握

○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多様な関係機関の連携による情報共有を見える化した多機関連携型タイ
ムラインの作成

・水害リスクを踏まえた市の課題を把握 ・水害の恐れのある箇所を把握
・水害リスクを踏まえた市の課題
を把握

▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・感染症拡大防止のため未実施 ・無線による情報伝達訓練の実施 ○

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難判断基準等検討支援システムの周知
・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討

・避難判断基準等検討支援システムのデータ更新
・避難判断基準等検討支援システ
ムのデータを更新

・避難判断基準等検討支援システ
ムのデータを更新

●

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップポータルサイトの活用
・住民へのハザードマップポータルサイトの周知

・住民へのハザードマップポータルサイトの周知
・ハザードマップポータルサイト
の活用

・住民へのハザードマップポータ
ルサイトの周知

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・不動産業者に対しハザードマップを配布
・希望する不動産業者に対しハ
ザードマップを配布

・希望する不動産業者に対しハ
ザードマップを配布

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進

・マイハザードマップ、マイタイムラインの作成の手引きの周知、作成支
援ツールの普及
・ワークショップなど住民がマイハザードマップ、マイタイムライン等を
作成する場の提供

・自治会で作成支援ツールを用いたマイタイムライン作成
講習会の実施

・感染症拡大防止のため未実施
・自治会で作成支援ツールを用い
たマイタイムライン作成講習会の
実施

○

10 ・災害リスクの現地表示
・想定浸水深や避難所の情報等を標示する「まるごとまちごとハザード
マップ」の推進

・想定浸水深や避難所の情報等を標示する「まるごとまち
ごとハザードマップ」の作成

・未実施
・想定浸水深や避難所の情報等を
標示する「まるごとまちごとハ
ザードマップ」の作成

○

11 ・広域避難体制の構築
・広域避難に関する調整、避難経路の検討及び支援
・隣接市町村における避難場所の設定

・県における広域避難に関する協定締結
・県による広域避難検討会への参
加

・県における広域避難に関する協
定締結

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の実施支援

・避難情報、洪水情報、ダム関連情報、土砂災害警戒情報
等を活用した要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の
実施支援

・未実施
・要配慮者利用施設の避難計画に
基づく訓練の実施支援

○

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提
供システムの周知
・富士川水系情報提供システムを活用した情報提供

・自治体ホームページに富士川水系情報提供システムのリ
ンクを追加
・富士川水系情報提供システムを活用した情報提供

・未実施

・自治体ホームページに富士川水
系情報提供システムのリンクを追
加
・富士川水系情報提供システムを
活用した情報提供

○

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実

・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・危険性の認識につながるよう、PC,スマートフォン等で水位情報と共に
河川画像のリアルタイム提供
・SNSを利用した防災・気象情報の配信

・自治体ホームページに富士川水系情報提供システムのリ
ンクを追加し、水位、河川画像のリアルタイムの情報提供
を実施

・未実施

・自治体ホームページに富士川水
系情報提供システムのリンクを追
加し、水位、河川画像のリアルタ
イムの情報提供を実施

○

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説 ・避難情報と共に河川水位の解説をホームページに掲載
・新たな警戒レベル、避難情報を
ホームページに掲載

・河川水位の解説をホームページ
に掲載

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防やダム等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際の危険性
の周知

・堤防やダム等の施設の能力を超過する規模の災害が発生
した際の危険性について、出前講座を実施

・感染症拡大防止のため未実施
・堤防やダム等の施設の能力を超
過する規模の災害が発生した際の
危険性の周知

○

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲州市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 ・感染症拡大防止のため未実施 ・トップセミナーへの参加 ○

20 ・防災教育の促進
・地域防災力の向上のための人材育成
・出前講座を活用した講習会の実施
・防災教育に関するシンポジウムへの参加

・出前講座を活用した講習会の実施
・防災教育に関するシンポジウムへの参加

・感染症拡大防止のため未実施

・出前講座を活用した講習会の実
施
・防災教育に関するシンポジウム
への参加

○

21 ・災害の伝承
・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進
・伝承碑が表示された地理院地図の活用

・伝承碑が表示された地理院地図の活用 ・未実施
・伝承碑が表示された地理院地図
の活用

○

22 ・共助の仕組みの強化
・避難訓練への地域住民の参加促進
・地域間の取り組み状況の共有
・防災リーダーの育成

・避難訓練への地域住民の参加呼び掛け
・地域の取り組み状況等の情報共有
・防災リーダー養成講座の開催

・避難訓練への地域住民の参加呼
び掛け
・地域の取り組み状況等の情報共
有
・防災リーダー養成講座の開催

・避難訓練への地域住民の参加呼
び掛け
・地域の取り組み状況等の情報共
有
・防災リーダー養成講座の開催

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・浸水する恐れのある施設の抽出
・退避場所の候補地の検討

・浸水する恐れのある施設の抽出
・退避場所の候補地の検討

・退避場所の候補地の見直し、検
討

▲

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・未実施 ・業務継続計画の策定 ○

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配置した機材の定期点検、補充 ・土のうの追加配備等 ・土のうの追加配備等 ・土のうの追加配備等 ●

28 ・共同点検・合同巡視の実施
・共同点検の実施・参加
・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所の巡視を実施

・水防箇所の点検時、河川に隣接する自治会役員の参加を
促進
・水防団等による共同点検の実施

・感染症拡大防止のため未実施
・水防箇所の点検時、河川に隣接
する自治会役員の参加を促進
・水防団等による共同点検の実施

○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施
・多様な関係機関、住民が参加する水防訓練の実施
・浸水想定区域内の住民へ水防訓練への参加を推進

・自主防災会等による水防活動の実施促進
・水防訓練への地域住民の参加呼び掛け

・感染症拡大防止のため未実施

・自主防災会等による水防活動の
実施促進
・水防訓練への地域住民の参加呼
び掛け

○

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有
・山梨県総合防災情報システムの活用
・システムを活用した被災情報の共有

・山梨県総合防災情報システムの
活用
・システムを活用した被災情報の
共有

・山梨県総合防災情報システムの
活用
・システムを活用した被災情報の
共有

●

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・消防団協力員の増員を目指し、広報等で募集
・消防団協力員の増員を目指し、
広報等で募集

・消防団協力員の増員を目指し、
広報等で募集

●

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・出水期における水防活動等について水防関係者間で振返りを実施 ・水防活動等について水防団と振返りを実施 ・未実施
・水防活動等について水防団と振
返りを実施

○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動の推進 ・防災リーダー養成講座の開催 ・防災リーダー養成講座の開催 ・防災リーダー養成講座の開催 ●

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・樋門・樋管の操作情報の共有
・樋門・樋管の操作情報を地元水防団（消防団）に対し実
施

・未実施
・樋門・樋管の操作情報を地元水
防団（消防団）に対し実施

○

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・災害対応による機器の操作講習会の実施 ・始動点検・運用訓練や講習会の実施 ・未実施
・始動点検・運用訓練や講習会の
実施

○

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲州市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保
・洪水の浸水想定より高い道路区間を抽出し、地方公共団体のニーズを踏
まえて緊急避難場所として活用

・浸水想定より高い道路区間から緊急避難場所候補地を抽
出

・未実施
・浸水想定より高い道路区間から
緊急避難場所候補地を抽出

○

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・防災拠点となる庁舎等の大規模停電に備えた非常用発電設備の整備
・72時間以上運転可能な非常用発電設備の確保

・非常用発電設備の確保 ・非常用発電機、蓄電池の確保 ・非常用発電設備の補充 ●

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士川町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

―

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・出水を踏まえた避難勧告発令の対象区域、判断基準等の確認
避難指示廃止に伴い、警戒レベル
の周知を広報誌にて実施

・警戒レベルについて、再度周知
を徹底する。

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達 ・利水ダムの貯水容量や放流状況等の情報共有
ダムの放流の際、FAXにて連絡を
もらうこととなっている。

引き続き実施する。 ▲

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・タイムライン研修会への参加、順次見直し ・タイムライン研修会への参加 感染症拡大防止の為不参加 引き続き実施する。 ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ―

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・避難判断基準等再検討 ・避難判断基準の検討会を開催 感染症拡大防止の為開催中止 引き続き行う ▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ・浸水想定区域図に基づく、ハザードマップの見直し ・令和4年度ハザードマップ更新に向けた調査及び確認 予算の都合上、実施不可
令和5年度実施に向けて準備を行
う。

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布（更新完了後） ・最新のハザードマップを配布 予算の都合上、実施不可
令和5年度実施に向けて準備を行
う。

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・マイタイムラインを作成するための講習会の開催 ・マイタイムライン作成のためのチラシを配布 広報誌に同封し全戸配布済み ・HP等で引き続き周知を行う。 ●

10 ・災害リスクの現地表示 ―

11 ・広域避難体制の構築 ・広域避難検討会への参加、他市町村との協定の検討 ・広域避難検討会への参加 参加済み
牧之原市との広域避難計画を実施
し、協定を締結する。

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・地域防災計画上に記載の要配慮者支援施設と計画作成促進
・計画に沿った訓練の実施

・要配慮者利用施設における避難確保計画の提出（対象となる全施設）
令和4年3月の地域防災計画改訂に
記載済み（すべて作成完了）

・訓練等の実施報告をもらう。 ●

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・川の防災情報等システムの周知及び利用 ・町のホームページにリンクを追加 ホームページにて掲載済み 引き続き周知を行う。 ▲

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ・SNSを活用した情報発信 ・防災行政無線とＬＩＮＥの連携
・防災行政無線とＬＩＮＥの連携
済み（R3.8完了）

・引き続きLINEによる防災行政無
線の内容を通知

●

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 ・SNSを活用した情報発信 ・防災行政無線とＬＩＮＥの連携
・防災行政無線とＬＩＮＥの連携
済み（R3.8完了）

・引き続きLINEによる防災行政無
線の内容を通知

●

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ・観測場所の把握と周知 ・観測計の確認（浸水区域内の自治体と共同で行う） 感染症拡大防止の為開催中止 引き続き行う ▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民へ水害の切迫性が伝わるような説明会の開催 ・説明会資料作成 感染症拡大防止の為開催中止 引き続き行う ▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・住民への町の防災設備（排水機場等）の周知及び使用方法の共有 ・近隣住民との操作方法等情報共有 青柳・長澤排水機場にて実施済み 引き続き行う ▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 感染症拡大防止の為不参加 引き続き行う ▲

20 ・防災教育の促進 ・小中学生を対象とした水災害教育の実施 ・実施計画及び資料作成 R3.9 小学生を対象に実施 引き続き行う ▲

21 ・災害の伝承 ・災害の記録及び引継ぎ ・災害時の記録及び報告書まとめ（担当変更の際の引継ぎ） 担当変更がないため引き継ぎなし 引き続き行う ▲

22 ・共助の仕組みの強化 ・防災リーダーの育成 ・甲斐の国防災リーダー養成講座の受講促進
広報誌等で周知はしたが受講者な
し

引き続き行う ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ・浸水の恐れのある施設との連絡体制を強化 ・退避場所の確認及び情報共有 地域防災計画にて改訂予定 周知を行う ▲

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・資機材の配備状況の更新 防災倉庫の整理整頓を実施 引き続き行う ▲

25 ・総合的な土砂管理 ―

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士川町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ―

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・資機材の定期点検 ・資機材の定期点検 資機材の点検を実施 引き続き行う ▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・共同点検の実施、参加 ・土木・河川事務所との合同巡視 感染症拡大防止の為開催中止 引き続き行う ▲

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・浸水想定区域内の住民への水防訓練参加を促進 ・自主防災会との連携及び訓練計画 感染症拡大防止の為開催中止 引き続き行う ▲

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・山梨県総合防災情報システムの活用 研修会へ参加 引き続き行う ▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・消防団員の増員
増員に向けて報酬の見直しを実施
中

引き続き行う ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・出水期における水防活動等についての振り返り実施 ・水防活動の振り返り実施 水災害なし 水防活動がある場合は行う ▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と自主防災活動の促進 ・地区防災計画の作成依頼 R3.10　地区に対して説明会を実施
未提出地区8地区に引き続き促進し
ていく。

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・町が所管する排水機場・樋門等の操作情報の共有 ・年6回の訓練実施 訓練実施済み 引き続き行う ▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ―

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・操作講習会の実施 ・保守業者による操作講習会の実施 実施済み 引き続き行う ▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ―

38 ・排水設備の機能保全 ―

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ―

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ―

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ―

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ―

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ―

46 ・応急的な退避場所の確保 ・高い道路区間の調査及び避難場所としての活用の可否 ・避難場所候補地の抽出 避難場所の見直しを実施 周知していく ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

―

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・非常用発電機の継続利用及び使用確認 ・防災担当者の使用方法・内容の確認 機械点検の実施済み 引き続き行う ▲

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

―



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 山梨市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・水害時のタイムライン、チェックリストとともに毎年確認・更新をす
る。

チェックリスト・タイムラインの確認・更新
タイムラインの避難情報の名称を
改訂。

チェックリスト・タイムラインの
確認・更新

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準の見直し 避難勧告等発令の対象区域、判断基準の見直し・検討 未実施。
避難指示等発令の対象区域、判断
基準の見直し・検討

○

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダム放流情報を活用した避難体系の検討、情報伝達訓練への参加 ダム放流情報を活用した避難体系の検討、情報伝達訓練への参加 ６/４情報伝達訓練を実施。
ダム放流情報を活用した避難体系
の検討、情報伝達訓練への参加

▲

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・富士川流域における水害リスクの把握 タイムラインの拡充・更新 タイムラインの拡充・更新 タイムラインの拡充・更新 ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施検討 甲府河国の洪水対応伝達演習に参加予定
６/４甲府河川国道事務所の訓練連
へ参加。

甲府河国の洪水対応伝達演習に参
加予定

●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・緊急時の判断においての「避難判断基準検討支援システム」の活用を検
討する。

「避難判断基準検討支援システム」の活用を検討 未実施。
「避難判断基準検討支援システ
ム」の活用を検討

○

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ・SNS・HP等による住民へのハザードマップの周知 SNS・HP等による住民へのハザードマップの周知
既にHPに掲載しており、広報や防
災訓練時等での周知を実施。

SNS・HP等による住民へのハザー
ドマップの周知

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・ハザードマップを活用した浸水想定区域等の周知 ハザードマップを活用した浸水想定区域等の周知
令和2年7月に対象地域(更新対象地
のみ)へ配布済み。

ハザードマップを活用した浸水想
定区域等の周知

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・マイ・タイムラインの作成促進 出前講座等によるマイ・タイムラインの作成促進
広報掲載や防災訓練実施、ケーブ
ルテレビ放送時に作成の呼びかけ
を実施。

出前講座等によるマイ・タイムラ
インの作成促進

▲

10 ・災害リスクの現地表示 ・まるごとまちごとハザードマップの作成、設置検討 まるごとまちごとハザードマップの作成、設置検討
作成や設置に関する情報の収集や
設置場所の検討を実施した。

まるごとまちごとハザードマップ
の作成、設置検討

▲

11 ・広域避難体制の構築 ・広域避難に関する調整等の促進 広域避難に関する検討・調整 山梨県広域避難検討会への参加。 広域避難受入に関する検討・調整 ▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・各施設の避難確保計画の作成及び避難訓練実施の促進 各施設の避難確保計画の作成及び避難訓練実施の促進
要配慮者利用施設への通知等によ
る作成促進を行った。

各施設の避難確保計画の作成及び
避難訓練実施の促進

▲

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫
・警戒レベルに関して住民へ周知
・警戒レベルに合わせた避難情報の発表文案の確認

出前講座・市HP等を活用した警戒レベルの周知
HPや広報、防災訓練時等で、改訂
された警戒レベルを周知した。

出前講座・市HP等を活用した警戒
レベルの周知

▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 ・HP上やメール配信による防災・気象情報の提供 HP上やメール配信による防災・気象情報の提供 HPを通じた情報発信。
SNSを利用した防災・気象情報の
配信。

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民にわかりやすく効果的に伝達できる周知内容(文案等)の検討・更新 周知内容の検討

新たな警戒レベルや避難情報の名
称をHP掲載や庁舎入り口へポス
ター・チラシ設置、ケーブルテレ
ビにて説明等行った。

周知内容の検討
水防協議会を通じて周知を行う

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・堤防等の機能や避難の重要性について住民への説明会等の実施 説明会等の検討・実施
地元消防団へ堤防高不足による水
害発生時の危険性を説明。

堤防等の施設能力を超過する規模
の災害が発生した際の危険性を周
知

▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 山梨市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加検討 トップセミナーへの参加検討 感染症拡大防止の為、未実施。 トップセミナーへの参加 ○

20 ・防災教育の促進
・自主防災組織指導者講習会の実施
・甲斐の国防災リーダー養成講座等への参加促進
・各区出前講座における防災アドバイザーの派遣

自主防災組織指導者講習会の実施
甲斐の国防災リーダー養成講座等への参加促進

8月5日に自主防災組指導者講習会
を実施。
防災リーダー養成講座や峡東地域
防災リーダー養成講座の開催通知
を区長等へ送付した。

自主防災組織指導者講習会の実施
甲斐の国防災リーダー養成講座等
への参加促進
出前講座による防災アドバイザー
の派遣

●

21 ・災害の伝承 ・「自然災害伝承碑」の設置検討 過去の災害事例の整理・周知 自然災害伝承碑2カ所の特定。 過去の災害事例の整理・周知 ▲

22 ・共助の仕組みの強化
・住民参加型の避難訓練の実施・継続
・関係機関と連携した水害からの要支援者避難行動の理解促進に向けた取
組の実施

住民参加型の避難訓練の実施・継続 住民参加型の避難訓練の実施。
住民参加型の避難訓練の実施・継
続

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ・機能維持確保のための対策を検討 機能維持確保のための対策を検討 地域防災計画において明記 機能維持確保のための対策を検討 ▲

24 ・業務継続計画の策定 ・必要に応じて見直しを実施 必要に応じて見直しを実施 平成30年5月に策定。 必要に応じて見直しを実施 ▲

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・水防計画に基づき、緊急用資機材の備蓄を行う
・各水防団へ毎年5月～7月に水防用消耗品の配備を行う

水防計画に基づき、緊急用資機材の備蓄を行う
各水防団へ毎年5月～7月に水防用消耗品の配備を行う

令和3年6月に配備。

水防計画に基づき、緊急用資機材
の備蓄を行う
各水防団へ毎年5月～7月に水防用
消耗品の配備を行う

▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施
・甲府河川国道事務所・山梨県と共に重要水防個所の合同巡視
・1年ごとに各水防倉庫備品の点検・補充・更新

各水防倉庫備品の点検・補充・更新

県と地元消防団と危険箇所の合同
巡回を実施。
必要物品について、5月に配備。
水防倉庫内資材数の確認を年度末
に実施。

各水防倉庫備品の点検・補充・更
新

▲

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・水防訓練の実施・検討 水防訓練の実施・検討 感染拡大防止の為、未実施。 水防訓練の実施・検討 ○

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムの利用の検討 災害時巡視システムの利用の検討 山梨県総合情報システムを活用。 災害時巡視システムの利用の検討 ▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・市の広報に消防団員の募集を掲載
広報に募集の掲載を行う
各消防団（水防団）で適齢期の住民の家を訪問し、勧誘を行う

広報誌にて消防団員募集記事掲載
を行った。
訪問勧誘等の実施。

広報に募集の掲載を行う
各消防団（水防団）で適齢期の住
民の家を訪問し、勧誘を行う

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・水防協議会の開催、出水期における水防活動等について水防関係者間で
確認

水防協議会の開催 5月24日に水防協議会を実施。 水防協議会の開催 ●

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・地域における防災リーダーの養成、活動の支援 甲斐の国防災リーダー養成講座等への参加促進
甲斐の国防災リーダー養成講座や
出前講座、防災講習会等の案内を
積極的に行った。

甲斐の国防災リーダー養成講座等
への参加促進

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 山梨市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ・重川・日川、笛吹川合流部等における水害リスクの確認・情報共有
重川・日川、笛吹川合流部等における水害リスクの確認・情報共
有

ハザードマップによる重川・日
川、笛吹川合流部等における水害
リスクの可視化。

重川・日川、笛吹川合流部等にお
ける水害リスクの確認・情報共有

▲

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・氾濫等による危険性が特に高い区間について関係機関とリスク情報の共
有

氾濫等による危険性が特に高い区間について関係機関とリスク情
報の共有

ハザードマップによる氾濫等の危
険区間について、地域や関係機関
とリスク情報を共有。

氾濫等による危険性が特に高い区
間について関係機関とリスク情報
の共有

▲

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・応急的な避難場所の必要性・場所等の検討 応急的な避難場所の必要性・場所等の検討 未実施。
応急的な避難場所の必要性・場所
等の検討

○

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・庁舎機能確保のための対策を検討する 庁舎機能確保のための対策を検討する
燃料式の非常用発電機の追加整
備。

庁舎機能確保のための対策を検討
する

▲

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 笛吹市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインに基づく訓練
の実施
・訓練や災害対応の検証をもとに、チェックリスト・タイムラインの見直
し実施

・水害を想定した防災訓練の実施
・訓練・災害対応の検証を反映した見直しの実施

・水害を想定した防災訓練は未実
施
・他部局と自治体タイムラインの
見直しを実施

・防災訓練を水害を想定し、実施
予定

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・多機関タイムライン検討会への参加を通して、避難情報発令判断基準等
の見直し実施
・災害対応検証等による、継続的な見直しの実施

・多機関タイムライン検討会への参加（実施された場合）
・災害対応の検証をもとにした、対象地域、判断基準等の
見直し

・R3.10 富士川水害タイムライン
（多機関連携型タイムライン）の
勉強会に参加

・引き続き実施 ▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダム放流情報をもとにした避難情報発令判断基準の見直し
・ダム放流情報をもとにした避難情報発令判断基準の見直
し

・本年度は、未実施 ・順次実施 ○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・関係機関のタイムラインと連携した、チェックリスト・タイムラインの
見直し実施
・公共交通機関の対応を考慮した、帰宅困難者対策等の検討

・多機関タイムライン検討会への参加（実施された場合）
・関係機関との情報共有の実施

・R3.10 富士川水害タイムライン
（多機関連携型タイムライン）の
勉強会に参加

・引き続き実施 ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習（訓練）の実施 ・洪水対応情報伝達演習（訓練）の実施
・R3.9 防災訓練の際に情報伝達手
段を確認

・引き続き実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難情報発令の参考に活用
・避難所データ等の更新

・避難情報発令の参考に活用
・避難所データ等の更新

・本年度は、未実施 ・引き続き実施 ○

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供

・中小河川のデータを反映したハザードマップの作成
・既成のハザードマップの周知
・既成のハザードマップを活用した、行政区単位での地区防災計画の作成
支援

・既成のハザードマップの周知
・既成のハザードマップを活用した、行政区単位での地区
防災計画の作成支援

・R2 ハザードマップ改訂版を周知
・5行政区に地区防災計画策定支
援

・引き続き実施 ▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者等の開発業者へのハザードマップ提供 ・不動産業者等の開発業者へのハザードマップ提供
・問い合わせがあった開発業者に
ハザードマップを提供

・引き続き実施 ▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・住民一人一人の避難計画（「わが家の災害時行動計画」）の作成支援
・地区防災計画の作成支援

・住民一人一人の避難計画（「わが家の災害時行動計
画」）の作成支援
・地区防災計画の作成支援

・住民一人一人の避難計画（「わ
が家の災害時行動計画」）に着手
・5行政区に地区防災計画策定支
援

・引き続き実施 ▲

10 ・災害リスクの現地表示 ・「まるごとまちごとハザードマップ」の検討 ・「まるごとまちごとハザードマップ」の検討 未実施 ・引き続き実施 ○

11 ・広域避難体制の構築
・山梨県の広域避難検討会への参加
・笛吹市広域避難計画の作成

・山梨県の広域避難検討会への参加
・笛吹市広域避難計画の作成に必要な資料等の収集及び計
画検討

・広域避難検討会へ参加 ・引き続き実施 ▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設への避難計画作成促進通知の送付及び作成支援
・要配慮者利用施設の避難計画にもとづく訓練支援

・要配慮者利用施設への避難計画作成促進通知の送付
・要配慮者利用施設への避難計画の作成及び訓練支援

・要配慮者利用施設へ避難確保計
画作成の作成を周知

・引き続き実施 ▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 笛吹市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・災害対応時の避難判断材料として、富士川水系情報提供システムの活用
・住民に対して、富士川水系情報提供システムの周知

・災害対応時の避難判断材料として、富士川水系情報提供
システムの活用
・住民に対して、富士川水系情報提供システムの周知

・災害対応時、富士川水系情報提
供システムの活用済み
・富士川水系情報提供システムの
リンクを市HPに掲載し、周知して
いる

・引き続き実施 ▲

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・防災行政無線、防災無線メール、各種SNSの市公式アカウント、Yahoo!
防災アプリ等の各種配信方法を活用
・新たな情報発信方法について、調査検討の実施

・防災行政無線、防災無線メール、各種SNSの市公式アカ
ウント、Yahoo!防災アプリ等の各種配信方法を活用
・新たな情報発信方法について、調査検討の実施

・防災行政無線、防災無線メー
ル、LINE、twitter、Yahoo!防災ア
プリを活用し、災害情報を周知し
ている
・新たな情報配信方法について、
防災アプリや発令判断一斉配信シ
ステムの導入を検討

・引き続き実施 ▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度
・災害対応時、水位計や気象予報などの情報を、的確に収集・分析できる
体制の整備
・市設置の雨量計等の保守管理

・災害対応時、水位計や気象予報などの情報を、的確に収
集・分析できる体制の整備
・市設置の雨量計等の保守管理

・災害対応時、水位計や気象予報
などの情報を、的確に収集・分析
できるように、庁内で研修を実施
・市設置の雨量計等の保守管理を
実施

・引き続き実施 ▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民に向け、洪水予測や河川水位情報の収集方法を周知
・住民に対して、河川水位情報等の読み方を解説

・HP等で、関係機関が配信する河川水位情報等のページリ
ンクを作成

・市HPに関係機関のページリンク
を掲載。

・引き続き実施 ▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・指定避難所等の防災施設に関する情報を、住民に対して発信
・ダム等の防災施設について、その機能や能力を超過した際に発生する災
害について、住民向けに発信

・指定避難所等の防災施設に関する情報を、住民に対して
発信
・ダム等の防災施設について、その機能や能力を超過した
際に発生する災害について、住民向けに発信

・広報やホームページに掲載し、
住民に周知
・ハザードマップを使用し、住民
に周知

・引き続き実施 ▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み

19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの市長参加 ・トップセミナーへの市長参加
・新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、未実施

・引き続き実施 ○

20 ・防災教育の促進
・防災リーダーの養成
・小中学生を対象とした防災教育への協力
・出前講座の実施

・防災リーダーの養成
・小中学生を対象とした防災教育への協力
・出前講座の実施

・防災リーダー養成講座を実施。
・小学校や高校等において、出前
講座を実施。

・引き続き実施 ▲

21 ・災害の伝承
・市内の災害伝承碑の調査
・国土地理院への登録

・市内の災害伝承碑の調査
・国土地理院への登録検討

・調査を実施済み
・登録を検討

・引き続き実施 ▲

22 ・共助の仕組みの強化

・自主防災組織の活動支援
・防災リーダーの育成
・地区防災計画の作成
・防災訓練への住民参加の促進

・自主防災組織活動支援の補助金交付
・「甲斐の国・防災リーダー養成講座」への住民推薦
・地区防災計画の作成支援

・行政区に自主防災組織活動支援
の補助金を交付
・「甲斐の国・防災リーダー養成
講座」への住民推薦を実施
・5行政区に地区防災計画策定支
援

・引き続き実施 ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・市庁舎間の情報伝達体制の整備及び訓練の実施
・地域拠点病院や公共交通機関との情報伝達体制構築の検討

・市庁舎間の情報伝達体制の整備及び訓練の実施
・地域拠点病院や公共交通機関との情報伝達体制構築の検
討

・防災訓練の際に、情報伝達経路
を確認
・地域拠点病院については、EMIS
を活用し、情報伝達訓練を実施

・引き続き実施 ▲

24 ・業務継続計画の策定
・既存BCPの随時見直しの実施
・災害種別のBCPの作成

・既存BCPの随時見直しの実施
・災害種別のBCPの作成

・BCPの随時見直しを実施 ・引き続き実施 ▲

25 ・総合的な土砂管理 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 笛吹市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・水防計画の改定
・計画に基づく水防資機材の購入、配備の実施

・水防計画の改定
・計画に基づく水防資機材の購入、配備の実施

・本年度は、未実施 ・改定を予定。 ▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施
・甲府河川国道事務所及び県との、重要水防箇所巡視の実施
・市水防団との重要水防箇所及び危険個所の巡視の実施

・甲府河川国道事務所及び県との、重要水防箇所巡視の実
施
・市水防団との重要水防箇所及び危険個所の巡視の実施

・本年度は、未実施 ・引き続き実施予定 ○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施
・関係機関と連携した水防訓練の実施
・浸水想定区域の住民が参加する水防訓練の実施

・関係機関と連携した水防訓練の実施
・浸水想定区域の住民が参加する水防訓練の実施

・本年度は、未実施 ・R4年度実施予定 ○

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有
・富士川水系情報提供システム、山梨県総合防災情報システムのシステム
研修の実施

・富士川水系情報提供システム、山梨県総合防災情報シス
テムのシステム研修の実施

・庁内において、操作研修を実施 ・引き続き実施予定 ▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員（水防団員）サポート事業の拡充
・団員確保策の検討

・消防団員（水防団員）サポート事業の拡充
・団員確保策の検討

・消防団員（水防団員）サポート
事業の拡充
・団員確保策の検討

・引き続き実施予定 ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・甲府河川国道事務所及び県との連携確認の実施
・水防団との連携強化のための訓練実施

・甲府河川国道事務所及び県との連携確認の実施
・水防団との連携強化のための訓練実施

・関係機関とホットライン等の確
認を実施
・消防団排水機隊を中心とした訓
練を実施

・引き続き実施予定 ▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進
・「甲斐の国・防災リーダー養成講座」への住民推薦の実施
・水防活動の啓発、講習会の実施

・「甲斐の国・防災リーダー養成講座」への住民推薦の実
施
・水防活動の啓発、講習会の実施

・「甲斐の国・防災リーダー養成
講座」への住民推薦の実施
・水防活動の啓発、講習会の実施

・引き続き実施予定 ▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・排水機場の排水ポンプ操作訓練の実施 ・排水機場の排水ポンプ操作訓練の実施 ・水防団による訓練を実施 ・引き続き実施予定 ●

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ・排水機場等排水施設の運用方法の検討 ・排水機場等排水施設の運用方法の検討
・排水機場等排水施設の運用方法
の検討

・引き続き実施予定 ▲

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・操作講習会が実施された際に参加 ・操作講習会が実施された際に参加
・操作講習会が実施された際に参
加

・引き続き実施予定 ▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ・市庁舎の電気設備の、高所移設 ・市庁舎の電気設備の、高所移設
・庁舎非常用発電機の浸水対策を
実施

★



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 笛吹市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・新規道路への緊急避難場所設置の検討 ・新規道路への緊急避難場所設置の検討
・新規道路への緊急避難場所設置
の検討

引き続き実施 ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・市庁舎の電気設備の、高所移設 ・市庁舎の電気設備の、高所移設
・庁舎非常用発電機の浸水対策を
実施

★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲府市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインの見直し及び
タイムラインに基づく訓練の実施

・避難勧告の発令に着目したチェックリスト・タイムライ
ンの見直し

避難指示等の発令に着目したタイ
ムラインについて見直しを実施

避難指示等の発令に着目した
チェックリスト・タイムラインの
見直し

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認

令和3年5月の災害対策法改正に伴
う避難指示等の判断・伝達マニュ
アルの見直しを行い、避難指示等
発令の対象区域、判断基準等の確
認を行った

・避難指示等発令の対象区域、判
断基準等の確認

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達

・利水ダムの貯水容量や放流状況等、活用できる情報の把
握
・避難体系の確立に係る関係団体等(ダム関係者)との情報
共有

ダム関係者とのホットライン時の
連絡体制の確認や令和3年5月12日
に洪水対応演習を実施した

・利水ダムの貯水容量や放流状況
等、活用できる情報の把握
・避難体系の確立に係る関係団体
等(ダム関係者)との情報共有

▲

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・富士川流域における水害リスク（災害の想定）の把握
・多機関連携型タイムラインの拡充に関する検討

・富士川流域における水害リスク（災害の想定）の把握
多機関連携型タイムライン勉強会
(Ｗｅｂ会議）に参加
引き続き実施

・富士川流域における水害リスク
（災害の想定）の把握

○

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施
令和3年5月12日に洪水対応演習を
実施

・洪水対応情報伝達演習の実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討 ・避難判断基準等検討支援システムの活用
システムの活用を引き続き検討す
る

・避難判断基準等検討支援システ
ムの活用

○

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップの改定
・防災情報WEB等を用いた住民へのハザードマップの周知

・防災情報WEB等を用いた住民へのハザードマップの周知
ホームページ等によるハザード
マップの周知や、転入者へハザー
ドマップ冊子の配付を実施

・防災情報WEB等を用いた住民へ
のハザードマップの周知

▲

8 ･適切な土地利用の促進
・不動産業者からの問い合わせに関する対応等支援
・不動産業者に対するハザードマップの周知

・不動産業者からの問い合わせに関する対応等支援
不動産業者からの問い合わせに対
応し、必要に応じてハザードマッ
プを配布した。

・不動産業者からの問い合わせに
関する対応等支援

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・水害避難の地区研修会等住民がマイタイムライン等を作成する場の提供 ・水害避難の地区研修会の実施
水害避難の地区研修会の実施(Ｒ
3.10）

・水害避難の地区研修会の実施 ▲

10 ・災害リスクの現地表示
・避難場所の災害種別の表示の整備
・想定浸水深や避難所の情報等を標示する「まるごとまちごとハザード
マップ」を推進

・災害種別を表示した避難場所案内板の整備
・まるごとまちごとハザードマップの作成（一部の地区の
み）

避難場所案内板6基の貼替を行っ
た
電柱へ想定浸水深の表示を行い
「まるごとまちごとハザードマッ
プ」を推進した

・災害種別を表示した避難場所案
内板の整備
・まるごとまちごとハザードマッ
プの作成（一部の地区のみ）

▲

11 ・広域避難体制の構築 ・広域避難体制の検討 ・山梨県が開催する広域避難検討会への参加
広域避難についての研修会に参加
した。県の動向を確認しながら、
計画書の作成を予定している

・山梨県が開催する広域避難検討
会への参加

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・避難確保計画未作成施設に対する作成の依頼
・避難確保計画の緊急点検の実施

未提出の施設に対し、引き続き、
避難確保計画の提出について依頼
を行った。

・避難確保計画未作成施設に対す
る作成の依頼
・避難確保計画の緊急点検の実施

▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲府市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・SNSやアプリ等の情報ツールを利用した防災・気象情報の配信

・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・SNSやアプリ等の情報ツールを利用した防災・気象情報
の配信

・必要に応じて、HPに防災情報の
特設ページを設け、注意喚起や防
災情報を配信し、関係機関等のリ
ンクも用意し、随時更新を実施
・今までの情報発信ツールに加え
ヤフー防災情報での情報発信を実
施

・緊急速報メールによる洪水情報
の提供
・SNSやアプリ等の情報ツールを
利用した防災・気象情報の配信

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ・中小河川の水位予測精度向上に向けた危機管理型水位計の活用
・中小河川の水位予測精度向上に向けた危機管理型水位計
の活用

ホームページ「川の水位情報」に
より、リアルタイムで各河川の水
位の確認を確認し、避難情報発令
検討のための活用を行った。

・中小河川の水位予測精度向上に
向けた危機管理型水位計の活用

▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・研修会やチラシ等を通じ、住民へ主要河川の水位情報の取得の仕方を説
明

・研修会やチラシ等を通じ、住民へ主要河川の水位情報の
取得の仕方を説明する

広報こうふや防災リーダー研修会
を通じ、住民へ主要河川の水位情
報の取得について周知を行った。

・研修会やチラシ等を通じ、住民
へ主要河川の水位情報の取得の仕
方を説明する

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・操作を行うダム等の施設について、操作の考え方や、洪水時における水
位や操作の状況に関する情報提供を実施

・操作を行うダム等の施設について、操作の考え方や、洪
水時における水位や操作の状況を確認する

洪水対応演習事前研修資料や令和
3年度山梨県水防計画の操作規則
の確認を行った。

・操作を行うダム等の施設につい
て、操作の考え方や、洪水時にお
ける水位や操作の状況を確認する

▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み

19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加
・県主催のトップセミナーへの参加（予定）
・全国防災・危機管理トップセミナーへの参加（予定）

新型コロナ肺炎感染症によりトッ
プセミナーの開催は中止

・県主催のトップセミナーへの参
加
・全国防災・危機管理トップセミ
ナーへの参加

○

20 ・防災教育の促進
・地域防災力の向上のための人材育成
・防災研修会等講習会の実施

・甲府市防災リーダー養成講座などの防災研修会の実施

甲府市防災リーダー養成講座を実
施することで、防災リーダーを育
成し、地域防災力の向上を図っ
た。

・甲府市防災リーダー養成講座な
どの防災研修会の実施

●

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化
・避難訓練への地域住民の参加促進
・防災リーダーの育成

・甲府市防災リーダー養成講座の実施（計6回）

甲府市防災リーダー養成講座を実
施することで、防災リーダーを育
成し、コロナ禍で規模を縮小した
が、各地区において避難訓練の参
加促進を図った。

・甲府市防災リーダー養成講座の
実施（計6回）

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・浸水する恐れのある施設の抽出 浸水の恐れのある施設の確認
・対象施設の退避基準、連絡体制
を検討

▲

24 ・業務継続計画の策定 ー

25 ・総合的な土砂管理 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲府市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配置した機材の定期点検、補充 ・配置した機材の定期点検、補充
甲府市水防計画に基づき、土嚢
19,050袋を含む複数の水防資機材
を準備し、水害に備えた。

土のう等の補充点検を継続して実
施し備蓄水防資機材の充実に努め
る

▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・河川管理者等と連携を図る中で、危険箇所の巡視を実施 ・河川管理者等と連携を図る中で、危険箇所の巡視を実施

令和3年6月24日に、管轄の警察
署・建設事務所・林務環境事務所
及び消防本部・消防団と合同で、
甲府市北部の崩壊土砂流出危険区
域や重要水防区域内の危険箇所の
巡視を行った。

・河川管理者等と連携を図る中
で、危険箇所の巡視を実施する

▲

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・住民へ水防訓練への参加を推進
・住民へ総合防災訓練（水害の内容を含む）への参加を推
進

総合防災訓練の実施（R3.11)
・総合防災訓練（水防の内容を含
む）の実施

●

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施
・各種イベントなどの募集啓発活動を継続して実施
・広報こうふや市ホームページで入団促進に関わる広報を
実施

各種イベント等において、広報用
のぼり旗や団員募集リーフレット
等を活用し、啓発活動を実施する
とともに、広報こうふや市ホーム
ページ等で入団促進に関わる広報
を実施した。

・各種イベントなどの募集啓発活
動を継続して実施
・広報こうふや市ホームページで
入団促進に関わる広報を実施

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・河川管理者等関係機関との連携強化 ・危険箇所の巡視を通じた関係機関との連携強化の促進

令和3年6月24日に、管轄の警察
署・建設事務所・林務環境事務所
及び消防本部・消防団と合同で、
甲府市北部の崩壊土砂流出危険区
域や重要水防区域内の危険箇所の
巡視を行った。

・危険箇所の巡視を通じた関係機
関との連携強化の促進

▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進する ・甲府市防災リーダー養成講座の実施（計6回）
甲府市防災リーダー養成講座を実
施することで、共助の精神に基づ
く自主防災組織の推進を図った。

・甲府市防災リーダー養成講座の
実施（計6回）

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・市が所管する排水機場・樋門・樋管の操作情報の共有 ・市が所管する排水機場・樋門・樋管の操作情報の共有
令和3年8月
水門の操作訓練実施

令和4年8月
水門の操作訓練予定

●

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲府市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策
・本川と支線の合流部等、特に人命被害が生じる恐れのある区間に関する
リスクについて把握

・本川と支線の合流部等、特に人命被害が生じる恐れのあ
る区間に関するリスクについて把握

多機関タイムライン勉強会へ参加
し、本川と支線の合流部等、特に
人命被害が生じる恐れのある区間
に関するリスクについて把握。

・本川と支線の合流部等、特に人
命被害が生じる恐れのある区間に
関するリスクについて把握

○

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ・氾濫による危険性が高い区間に関するリスク情報について把握
・氾濫による危険性が高い区間に関するリスク情報につい
て把握

多機関タイムライン検討会へ参加
し、本川と支線の合流部等、特に
人命被害が生じる恐れのある区間
に関するリスクについて把握

・氾濫による危険性が高い区間に
関するリスク情報について把握

○

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保
・ハザードマップを参照し、浸水リスク、内水を考慮した避難所や避難経
路の見直し
・協定等を含めた一時避難所の確保

・ハザードマップを参照し、浸水リスク、内水を考慮した
避難所や避難経路の見直し
・協定等を含めた一時避難所の確保

協定による一時避難所の確保

・ハザードマップを参照し、浸水
リスク、内水を考慮した避難所や
避難経路の見直し
・協定等を含めた一時避難所の確
保

▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 身延町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

タイムライン及びチェックリストの見直し及び訓練の実施 タイムライン及びチェックリストの見直し及び訓練の実施
災害対策本部設置訓練実施のため
計画したが新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため中止

訓練をとおして改善点を修正し、
より活用できるものとする

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
出水を踏まえた避難指示等発令の対象区域、判断基準の確
認

避難情報の発令等に関する研修会
に参加

自主防災組織を対象に説明会を実
施する

●

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ダムの放流情報をもとにした避難情報の伝達 ダムの貯水容量や放流状況等、活用できる情報の把握
該当する災害はなかったが、平時
の放流において防災行政無線を使
用し住民へ周知

該当する災害があった場合には速
やかに住民へ周知できるよう情報
連絡体制を構築する

○

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
多機関連携タイムラインの勉強会に参加し、各関係機関を考慮する中タイ
ムラインを見直す

水害リスクを踏まえた身延町の課題を把握
多機関連携タイムラインの勉強会
に参加

水害リスクを踏まえた課題を把握 ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施
整備している情報伝達手段で、操
作・伝達訓練を実施

洪水対応情報伝達演習の実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
避難判断基準等検討支援システムの周知及びシステムを活用した避難基準
の再検討

避難判断基準等検討支援システムの周知及びシステムを活
用した避難基準の再検討

浸水区域や警戒すべきエリアの把
握、避難先や避難経路の確認

避難判断基準等検討支援システム
の周知及びシステムを活用した避
難基準の再検討

▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ハザードマップポータルサイトの活用及び住民への周知 ハザードマップポータルサイトの活用と周知
ハザードマップポータルサイトを
活用し危険箇所等を把握

ハザードマップポータルサイトを
住民へ周知

▲

8 ･適切な土地利用の促進 不動産業者に対しハザードマップを配布 問い合わせがあった不動産業者にハザードマップを配布
問い合わせがあった不動産業者等
にハザードマップを配布

問い合わせがあった不動産業者等
にハザードマップを配布

●

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
マイハザードマップ及びマイタイムラインの作成の手引きの周知及び作成
支援ツールの普及

作成支援ツールを用いたマイタイムライン作成講習会の試
行

未実施
作成支援ツールを用いたマイタイ
ムライン作成支援

○

10 ・災害リスクの現地表示 ー

11 ・広域避難体制の構築
近隣自治体や民間企業などとの災害協定の締結
広域避難に関して地域防災計画の定期的な見直し

広域避難に関する研修会に参加し広域避難計画の作成を検
討

広域避難に関する研修会に参加
広域避難に関する研修会に参加し
広域避難計画の作成を検討

●

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進及び訓練実施の支援 避難確保計画未提出施設を対象とした説明会の実施
避難確保計画の作成及び訓練実施
の促進

避難確保計画に基づいて訓練実施
の確認

●

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提供
システムの周知

町ホームページに富士川水系情報提供システムのリンクを
追加

富士川水系情報提供システムのリ
ンクを町ホームページに追加

●

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
緊急速報メールによる洪水情報の提供
ＳＮＳを利用した防災・気象情報の配信

エリアメールのテスト配信の実施
ＳＮＳを利用した防災・気象情報の配信を検討

Yahoo!防災速報を活用して防災・
気象情報を配信

エリアメールのテスト配信を検討 ○

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う
住民に避難情報と共に水害の切迫性が効果的に伝わるよう
ホームページ等で主要河川の水位情報を提供する

主要河川の水位情報のリンクを町
ホームページに追加

住民へ水害の切迫性がより効果的
に伝わる方法を検討

○

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 堤防等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際の危険性の周知
堤防等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際の
危険性について周知する

自主防災組織を対象に防災に関す
る研修会の実施

堤防等の施設の能力を超過する規
模の災害が発生した際の危険性の
周知

○

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 身延町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 トップセミナーへの参加 トップセミナーへの参加 不参加 必要に応じて参加 ▲

20 ・防災教育の促進
防災教育に関するシンポジウム等に参加
地域防災力の向上のための人材育成
小中学生等を対象とした水災害教育の実施

防災教育に関するシンポジウム等に参加
小中学生等を対象とした水災害教育の実施
防災教育ポータル等の周知

小学生を対象に防災教育を実施
町内校長会と防災に関する連絡会
議

防災教育に関するシンポジウム等
に参加
小中学生等を対象とした水災害教
育の実施
防災教育ポータル等の周知

▲

21 ・災害の伝承 国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進
国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を
推進

未実施
国土地理院へ伝承碑の登録申請を
行い地理院地図へ掲載を推進

〇

22 ・共助の仕組みの強化
避難訓練への住民の参加促進
防災リーダーの育成

避難訓練への住民の参加促進
甲斐の国防災リーダー養成講座等への参加促進

自主防災組織を対象に防災に関す
る研修会の実施
甲斐の国防災リーダー養成講座に
住民１名参加

防災に関する研修会の実施
甲斐の国防災リーダー養成講座等
への参加促進

●

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を検
討

浸水する恐れのある施設の抽出
退避場所の候補地の検討

浸水する恐れのある施設を抽出
浸水する恐れのある施設について
連絡体制等を検討

○

24 ・業務継続計画の策定 業務継続計画の修正 業務継続計画の修正 未実施 業務継続計画の修正 ▲

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 配備した機材の定期点検、補充
配備した機材の定期点検
土のうの追加配備

土のう及び土のう用の砂を水防団
に追加配備

水防資機材の定期点検・補充
土のうの追加配備

●

28 ・共同点検・合同巡視の実施 河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所の巡視を実施 富士川合同巡視に参加し確認
主要河川の水防危険箇所を関係機
関と巡視

主要河川の水防危険箇所を関係機
関と巡視

●

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 水防訓練への参加 水防訓練への参加 未実施 水防訓練に参加 ▲

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 災害時巡視システムによる被災情報の共有 山梨県総合防災情報システムの活用
山梨県総合防災情報システムの操
作研修に参加

山梨県総合防災情報システムを活
用した被災情報の共有

▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

消防団員確保対策の継続実施 様々な施策により消防団員の確保に努める 消防団の処遇改善のため条例改正
様々な施策により消防団の確保に
努める

●

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 出水期における水防活動等について水防関係者間で振返りを実施
出水期における水防活動等について水防関係者間で振返り
を実施

甲府地方気象台等と令和３年度の
振り返りを実施

出水期における水防活動について
水防関係者間で振返りを実施

▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 防災リーダーの育成と共助の精神に基づく自主防災活動を推進する 峡南地域防災リーダー養成講座に参加
自主防災会を対象とした研修会等
に参加

自主防災会を対象とした研修会等
への参加を促進

●

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

町が管理する排水機場の操作情報の共有 排水機場の操作説明を地元水防団（消防団）に対して実施 未実施
排水機場等の操作説明を水防団に
対して実施

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 排水ポンプ車答、災害対応による機器の操作講習会の実施 水防講習会に参加 未実施 水防講習会に参加 ▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 身延町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保
浸水想定より高いエリアを抽出し、避難所や避難経路の見直しの実施
緊急避難場所の検討

浸水が想定される避難所や避難経路の見直し 避難所の想定浸水深を確認 避難所や避難経路の見直し ○

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

72時間以上運転可能な非常用発電設備の設置 72時間以上運転可能な非常用発電設備の設置検討 未実施
72時間以上運転可能な非常用発電
設備の設置検討

〇

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 南部町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

避難指示発令に着目したチェックリスト・タイムラインに基づく訓練の実
施

順次実施
コロナ禍により、予定されていた
図上訓練が実施できなかった。

自主防災会等を対象とした図上訓
練の実施。

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 避難指示発令区域及び、判断基準の確認 出水を踏まえた避難勧告発令の区域及び、判断基準の確認 研修や訓練に参加 研修や訓練に参加 ▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ダムの放流情報を基にした避難情報の伝達 活用できる情報の把握 ダム放流情報の事前連絡体制あり 放流情報を避難情報に反映 ▲

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 多機関係連携型タイムラインの作成 土砂、水害リスクを踏まえた本町の課題の把握 タイムライン検討会に参加 タイムライン検討会に参加 ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習に参加 洪水対応情報伝達演習に参加 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討 システムのデータ更新 未実施
避難判断基準等検討支援システム
の活用

○

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 住民へのハザードマップ活用の周知 関係機関への支援体制の強化 実施済み
ハザードマップの改定は随時実行
していく

●

8 ･適切な土地利用の促進 関係機関にハザードマップの配布 関係機関にハザードマップの配布 ハザードマップの配布 ハザードマップの配布・活用 ▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 マイタイムラインの作成 住民がマイタイムラインを作成する場の提供 未実施 訓練等の実施 ○

10 ・災害リスクの現地表示 想定浸水深看板の設置 24カ所設置予定 町内24ヶ所に設置 予定なし ★

11 ・広域避難体制の構築 近隣自治体、民間企業などとの災害協定の締結 近隣自治体、民間企業などとの災害協定の締結 広域避難検討会に参加 広域避難検討会に参加 ▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 要配慮者利用施設の避難計画の促進 要配慮者利用施設の避難計画の促進
要配慮者利用施設17ヶ所全てが計
画を策定済

避難計画の訓練促進 ●

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

富士川水系情報提供システムの周知 富士川水系情報提供システムの周知
富士川水系情報提供システムを活
用

富士川水系情報提供システムを活
用

▲

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 危険性を理解しやすい災害情報の表現方法の統一化 危険性を理解しやすい災害情報の表現方法の統一化
新たな警戒レベルの区分につい
て、ポスター等を用いて周知。

警戒レベルの周知 ▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 SNSを利用した防災・気象情報の提供 SNSを利用した防災・気象情報の提供 町HPでの情報提供
SNSを利用した防災・気象情報の
提供

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 簡易水位計の設置 危険個所を確認し検討 未実施 危険個所があれば検討 ○

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 大雨特別警報切り替え時の予報発表 SNSを利用した情報提供 町HPでの情報提供体制 SNSを利用した情報提供 ▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 防災施設の機能に関する情報提供の充実 防災施設の機能に関する情報提供の充実
避難所の情報をハザードマップに
掲載

防災施設の機能に関する情報提供
の充実

▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 セミナーへの参加 セミナーへの参加 セミナーの閲覧 セミナーへの参加 ▲

20 ・防災教育の促進 小中学生を対象とした水災害教育の実施 小中学生を対象とした水災害教育の実施
学校に資料の提供を行い、防災学
習を実施した。

小中学生を対象とした水災害教育
の実施

●

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化 防災リーダーの養成 防災リーダーの養成 防災リーダー養成講座に参加 防災リーダー養成講座に参加 ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 浸水する恐れのある施設について、避難場所や退避基準、連絡体制の検討
浸水する恐れのある施設について、避難場所や退避基準、
連絡体制の検討

ハザードマップで浸水に対応した
避難所を示している。

浸水する恐れのある施設や避難場
所の周知

▲

24 ・業務継続計画の策定 業務継続計画の更新 業務継続計画の更新 業務継続計画の更新 業務継続計画の更新 ▲

25 ・総合的な土砂管理 ー

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 南部町 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し 定期的な重要箇所の見直し 定期的な重要箇所の見直し 定期的な重要箇所の見直し 定期的な重要箇所の見直し ▲

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 防災計画に基づく水防資機材の配備 防災計画に基づく水防資機材の配備
防災計画に基づく水防資機材の配
備

防災計画に基づく水防資機材の配
備

▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 共同点検の実施・参加 共同点検の実施・参加 共同点検に参加 共同点検の実施・参加 ●

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 関係機関が連携した実働水防訓練の実施 関係機関が連携した実働水防訓練の実施 山梨県警察水害等対応訓練を見学
関係機関が連携した実働水防訓練
の実施

▲

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 災害時巡視システムによる被災状況の共有 災害時巡視システムによる被災状況の共有 未実施 利用の検討 ○

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

消防団員確保対策の継続実施 消防団員確保対策の継続実施 機能別消防団員を確保等 消防団員確保対策の継続実施 ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 出水期における水防活動について水防関係間で振り返りを実施
出水期における水防活動について水防関係間で振り返りを
実施

未実施
出水期における水防活動について
水防関係間で振り返りを実施

○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進 防災リーダー養成講座を引き続き実施 防災リーダー養成講座を実施 防災リーダー養成講座を実施 ●

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

町が管轄する樋門・樋管の操作情報の共有 町が管轄する樋門・樋管の操作情報の共有 毎月点検・報告を行っている 樋門・樋管の操作情報の共有 ▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 排水施設・排水資機材の運用方法の改善 引き続き実施 未実施
排水施設・排水資機材の運用方法
の改善

○

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 定期的なポンプ操作訓練を実施し、習熟を図る 引き続き実施 水防団による訓練の実施 水防団による訓練の実施 ●

◆機能保全

37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー
氾濫水を河道に戻す排水機能を確保するための霞堤の機能
保全

未実施（霞堤なし） 予定なし ○

38 ・排水設備の機能保全 自家発電設備を屋上に移設 引き続き検討 分庁舎は実施済み 本庁舎検討 ▲

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 流下能力対策としての護岸の整備 引き続き検討 未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 侵食洗堀対策として築堤・護岸の整備 引き続き検討 未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

41 ・本川と支川の合流部等の対策 越水や危険性がある堤防強化対策の検討 引き続き検討 未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 人命リスクの高い危険個所についての対策 引き続き検討 未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) 危険個所の把握
引き続き検討し、危険性がある箇所については要望等を行
う

未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） 危険個所の把握
引き続き検討し、危険性がある箇所については要望等を行
う

未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） 危険個所の把握
引き続き検討し、危険性がある箇所については要望等を行
う

未実施（町管理ではないため）
引き続き検討し、危険性がある箇
所については要望等を行う

○

46 ・応急的な退避場所の確保 該当箇所の把握 候補地があれば現地を確認し検討 未実施 候補地があれば現地を確認し検討 ○

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

燃料タンク保管庫の増設 分庁舎に実施予定 分庁舎に設置完了 予定なし ★

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ドローンを整備し、河川管理・災害調査に活用 該当部署と協議 未実施 該当部署と協議 ○



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士宮市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・ダムの洪水調節機能を踏まえた避難指示の発令に着目したチェックリス
ト・タイムラインの見直し
・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインに基づく訓練
の実施

・出水を踏まえた避難勧告の発令に着目したチェックリス
ト・タイムラインの見直し

・出水を踏まえた避難指示の発令
に着目したチェックリスト・タイ
ムラインの見直しを検討した。

・出水を踏まえた避難指示の発令
に着目したチェックリスト・タイ
ムラインの見直し。

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・出水を踏まえた避難勧告等発令の対象区域、判断基準等
の確認

・出水を踏まえた避難指示等発令
の対象区域、判断基準等を確認し
た。

・出水を踏まえた避難指示等発令
の対象区域、判断基準等の確認。

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ―

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・多様な関係機関の連携による情報共有を見える化した多機関連携型タイ
ムラインの作成

・水害リスクを踏まえた富士宮市の課題を把握
・水害リスクを踏まえた富士宮市
の課題を検討した。

・水害リスクを踏まえた富士宮市
の課題を把握。

▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施
・洪水対応情報伝達演習の実施に
ついて検討した

・洪水対応情報伝達演習の実施に
ついて、引き続き検討する。

▲

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・避難判断基準等検討支援システムの周知
・避難判断基準等検討支援システムを活用した避難基準の再検討

・避難判断基準等検討支援システムのデータ更新
・避難判断基準等検討支援システ
ムのデータ更新について検討し
た。

・避難判断基準等検討支援システ
ムのデータ更新。

▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップポータルサイトの活用
・住民へのハザードマップポータルサイトの周知

・住民へのハザードマップポータルサイトの周知を行う
・住民へのハザードマップポータ
ルサイトの周知を行った。

・住民へのハザードマップポータ
ルサイトの周知を行う。

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・不動産業者に対しハザードマップを配布
・不動産業者に対しハザードマッ
プの配布を随時行った。

・不動産業者に対しハザードマッ
プを配布。

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・マイハザードマップ、マイタイムラインの作成の周知 ・マイタイムライン作成の周知を行う
・マイタイムライン作成の周知を
行った。

・マイタイムライン作成の周知を
引き続き行う。

▲

10 ・災害リスクの現地表示
・ハザードマップをよりリアルな浸水被害がわかるように住民に見せる工
夫を実施

― ― ― ▲

11 ・広域避難体制の構築 ―

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の実施支援

・防災訓練実施に関する事項を含む避難確保計画の作成を
促進するための支援を行う

・避難確保計画を作成するための
支援について検討を行った。

・避難確保計画を作成するための
支援について引き続き検討を行
う。

○

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・災害情報が一元的に入手できる情報集約サイトとして富士川水系情報提
供システムの周知

・自治体ホームページに富士川水系情報提供システムのリ
ンクを追加

・自治体ホームページに富士川水
系情報提供システムのリンクを追
加する方向で検討した。

・自治体ホームページに富士川水
系情報提供システムのリンクを追
加。

○

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ―

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・危険性の認識につながるよう、PC,スマートフォン等で水位情報と共に
河川画像のリアルタイム提供

・自治体ホームページに富士川水系情報提供システムのリ
ンクを追加し、水位、河川画像のリアルタイム情報提供を
実施

・自治体ホームページに富士川水
系情報提供システムのリンクを追
加する方向で検討した。

・自治体ホームページに富士川水
系情報提供システムのリンクを追
加し、水位、河川画像のリアルタ
イム情報提供を実施。

○

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断に資する簡易水位計/危機管
理型水位計の設置

・危機管理型水位計の設置箇所を検討
・危機管理型水位計の設置箇所を
検討した。

・危機管理型水位計の設置箇所を
検討。

○

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う ・避難情報と共に河川水位の解説をホームページに掲載
・避難情報と共に河川水位の解説
をホームページに掲載を検討し
た。

・避難情報と共に河川水位の解説
をホームページに掲載。

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・堤防やダム等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際の危険性
の周知

・堤防やダム等の施設の能力を超過する規模の災害が発生
した際の危険性について、出前講座の実施を依頼

・堤防やダム等の施設の能力を超
過する規模の災害が発生した際の
危険性について、出前講座の実施
依頼について検討した。

・堤防やダム等の施設の能力を超
過する規模の災害が発生した際の
危険性について、出前講座の実施
を依頼。

○

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士宮市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み

19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加
・トップセミナーへの参加を検討
した。

・トップセミナーへの参加。 ▲

20 ・防災教育の促進

・地域防災力の向上のための人材育成
・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・出前講座を活用した講習会の実施
・地域や学校関係者等の意識向上に向けた、防災教育による効果事例集の
作成
・防災教育に関するシンポジウムの開催または参加

・小中学生等を対象とした水災害教育の実施
・小中学生等を対象とした水災害
教育の実施を検討した。

・小中学生等を対象とした水災害
教育の実施。

▲

21 ・災害の伝承 ・伝承碑が表示された地理院地図の活用 ・伝承碑が表示された地図の利用
・伝承碑が表示された地図の利用
を検討した。

・伝承碑が表示された地図の利用
について引き続き検討する。

○

22 ・共助の仕組みの強化
・避難訓練への地域住民の参加促進
・地域間の取り組み状況の共有
・防災リーダーの育成

・自治会を対象とした防災研修会の実施
・自治会を対象とした防災研修会
の実施

・自治会を対象とした防災研修会
の実施。

●

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・浸水する恐れのある施設の抽出
・退避場所の候補地の検討

・浸水する恐れのある施設の抽出
や退避場所の候補地の検討した。

・浸水する恐れのある施設の抽出
・退避場所の候補地の検討。

○

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画に資機材の配備状況を更新
・業務継続計画に資機材の配備状
況を更新した。

・業務継続計画に資機材の配備状
況を更新。

▲

25 ・総合的な土砂管理 ―

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ―

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・配置した機材の定期点検、補充
・土のうの追加配備
・消防団と連携を図り、整備計画を更新

・土のうの追加配備及び消防団と
連携を図った、整備計画の更新に
ついて検討した。

・土のうの追加配備
・消防団と連携を図り、整備計画
の更新について引き続き検討す
る。

▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施
・共同点検の実施・参加
・河川管理者と連携を図る中、水防危険箇所の巡視を実施

・重要水防箇所の点検時、河川に隣接する自治会役員の参
加を促進
・水防団等による共同点検の実施

・重要水防箇所の点検時、河川に
隣接する自治会役員の参加を促進
や水防団等による共同点検の実施
について検討した。

・重要水防箇所の点検時、河川に
隣接する自治会役員の参加を促進
や水防団等による共同点検の実施
について検討する。

▲

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施
・関係機関が連携した実働水防訓練への参加
・多様な関係機関、住民が参加する水防訓練の実施
・浸水想定区域内の住民へ水防訓練への参加を推進

・水防訓練を実施する
・自主防災会等を水防活動への参加促進

・自主防災会等を水防活動への参
加促進について検討した。

・水防訓練を実施や自主防災会等
の水防活動への参加促進について
検討する。

▲

◆体制確保

30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ・災害時巡視システムをによる被災情報の共有 ・システムを活用した被災情報の共有訓練の実施
・システムを活用した被災情報の
共有訓練への参加を検討した。

・システムを活用した被災情報の
共有訓練への参加を検討する。

○

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員確保対策の継続実施 ・消防団協力員の増員を目指し、活動を周知する。
・消防団協力員の増員を目指し、
活動を周知した。

・消防団協力員の増員を目指し、
活動を周知する。

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・出水期における水防活動等について水防関係者間で振返りを実施 ・水防活動等について水防団と振返りを実施
・水防活動等について水防団と振
返りの実施について検討した。

・水防活動等について水防団と振
返りの実施について引き続き検討
する。

○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ・防災リーダーの育成と、共助の精神に基づく自主防災活動を推進する ・災害時地域リーダー研修会を開催
・災害時地域リーダー研修会の開
催を検討した。

・災害時地域リーダー研修会の開
催について、引き続き検討する。

▲



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士宮市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・市が所管する樋門・樋管の操作情報の共有 ・市が所管する樋門・樋管の操作情報を共有する。
・市が所管する樋門・樋管の操作
情報を共有した。

・市が所管する樋門・樋管の操作
情報を共有する。

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ―

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施
・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施
・毎月の始動点検・運用訓練や年１回の機関員講習会を実施。

・国土交通省の操作講習会に参加
・国土交通省の操作講習会に参加
を検討した。

・国土交通省の操作講習会に参加
を検討する。

▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ―

38 ・排水設備の機能保全 ―

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ―

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ―

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ―

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ―

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ―

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ―

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ―

46 ・応急的な退避場所の確保
・津波・洪水の浸水想定より高い道路区間を抽出し、地方公共団体のニー
ズを踏まえて緊急避難場所として活用

・津波・浸水想定より高い道路区間から緊急避難場所候補
地を抽出

・津波・浸水想定より高い道路区
間から緊急避難場所候補地を検討
した。

・津波・浸水想定より高い道路区
間から緊急避難場所候補地を検討
する。

○

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

―

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・72時間以上運転可能な非常用発電設備の有無を確認 ―
・72時間以上運転可能な非常用発
電設備の有無を確認した。

・72時間以上運転可能な非常用発
電設備の有無を確認。

●

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

―



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

作成済みのチェックリスト・タイムラインを定期的に見直し、河川管理者
が開催する訓練への参加を通した検証を行う。

タイムラインに沿った災害対応の実施と検証、随時見直し
の実施。

「避難情報に関するガイドライン」
改定に合わせ、タイムラインの確
認、検証を行った。

タイムラインに沿った災害対応の実
施と検証、随時見直しの実施。

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
作成済みのマニュアルを定期的に見直し、対象区域や判断基準の検証を行
う。

マニュアルに沿った災害対応の実施と検証、随時見直しの
実施。

「避難情報に関するガイドライン」
改定に合わせ、避難情報の発令基準
や対象区域の確認、検証を行った。

マニュアルに沿った災害対応の実施
と検証、随時見直しの実施。

▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
作成済みのタイムラインを定期的に見直し、河川管理者が開催する訓練へ
の参加を通した検証を行う。

タイムラインに沿った災害対応の実施と検証、随時見直し
の実施。

「避難情報に関するガイドライン」
改定に合わせ、タイムラインの確
認、検証を行った。

タイムラインに沿った災害対応の実
施と検証、随時見直しの実施。

▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ー

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 タイムラインやマニュアル等の見直し・修正などの際に活用する。
タイムラインやマニュアル等の見直し・修正などの際に活
用する。

タイムラインやマニュアルの見直
し・修正にあたり、活用した。

タイムラインやマニュアル等の見直
し・修正などの際に活用する。

▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
ハザードマップを配布または市ウェブサイト上で公開することで周知を継
続するとともに、理解促進のための活用講座も随時行っていく。

ハザードマップを配布または市ウェブサイト上で公開する
ことで周知を継続するとともに、理解促進のための活用講
座も随時行っていく。

ハザードマップの配布、市ウェブサ
イト上での公開により周知を継続し
た。また、富士市防災セミナーや小
学校の防災教育でハザードマップの
周知や活用方法（マイ・タイムライ
ンの作成）の啓発を行った。

ハザードマップを配布または市ウェ
ブサイト上で公開することで周知を
継続するとともに、理解促進のため
の活用講座も随時行っていく。

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ー

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
ハザードマップを活用したマイ・タイムラインの作成促進について、ハ
ザードマップの周知及び活用講座の実施等により推進する。

ハザードマップを配布または市ウェブサイト上で公開する
ことで周知を継続するとともに、マイ・タイムライン作成
のための活用講座も随時行っていく。

ハザードマップの配布、市ウェブサ
イト上での公開により周知を継続し
た。また、富士市防災セミナーや小
学校の防災教育でハザードマップの
周知や活用方法（マイ・タイムライ
ンの作成）の啓発を行った。

ハザードマップを配布または市ウェ
ブサイト上で公開することで周知を
継続するとともに、マイ・タイムラ
イン作成のための活用講座も随時
行っていく。

▲

10 ・災害リスクの現地表示 新たに対象となる施設が生じた場合には、現地に表示する
対象となる施設があるか確認するとともに、現地表示につ
いて必要性を検討し、適宜実施する。

対象となる施設の有無、現地表示に
ついての必要性を検討した。

対象となる施設があるか確認すると
ともに、現地表示について必要性を
検討し、適宜実施する。

▲

11 ・広域避難体制の構築 ー

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
対象となる要配慮者利用施設において、計画作成率及び訓練実施率が
100％となるよう、庁内の関係部署とも連携しながら継続して働き掛けを
行う。

対象となる要配慮者利用施設において、計画作成率及び訓
練実施率が100％となるよう、庁内の関係部署とも連携し
ながら継続して働き掛けを行う。

庁内の関係部署と連携して対象施設
に計画作成等を働き掛けた。
※計画の作成率は約90％

対象となる要配慮者利用施設におい
て、計画作成率及び訓練実施率が
100％となるよう、庁内の関係部署
とも連携しながら継続して働き掛け
を行う。

▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫
警戒レベルの周知に加え、避難情報の伝達にあたっても、分かりやすい表
現や外国人向けにやさしい日本語を使用するなどの工夫や見直しを随時行
う。

警戒レベルの周知に加え、避難情報の伝達にあたっても、
分かりやすい表現や外国人向けにやさしい日本語を使用す
るなどの工夫や見直しを随時行う。

警戒レベルの周知に加え、避難情報
の伝達にあたっても、分かりやすい
表現を使用し、外国人向けの防災講
座では、やさしい日本語を使用する
などの工夫を行った。

警戒レベルの周知に加え、避難情報
の伝達にあたっても、分かりやすい
表現や外国人向けにやさしい日本語
を使用するなどの工夫や見直しを随
時行う。

▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
現状のツール（携帯メール、ウェブサイト、SNSなど）に加え、スマホア
プリ等の多メディア配信について検討・導入を行う。

現状のツール（携帯メール、ウェブサイト、SNSなど）に
加え、スマホアプリ等の多メディア配信について検討を行
う。

今年度から新たに富士市の公式LINE
アカウントからの情報発信を開始し
た。

同報無線放送、携帯メール、ウェブ
サイト、SNS、LINEなど、複数メ
ディアに一斉配信できるシステムの
導入を行う予定。

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ー

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
ハザードマップ、市ウェブサイトや防災講座などを活用し、指定緊急避難
場所等の施設名や開設のタイミング等を周知する。

ハザードマップ、市ウェブサイトや防災講座などを活用
し、指定緊急避難場所等の施設名や開設のタイミング等を
周知する。

ハザードマップ、市ウェブサイトや
防災講座などを活用し、指定緊急避
難場所等の施設名や開設のタイミン
グ等を周知した。

ハザードマップ、市ウェブサイトや
防災講座などを活用し、指定緊急避
難場所等の施設名や開設のタイミン
グ等を周知する。

▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー

20 ・防災教育の促進
小中学校や自主防災会等への防災講座を継続するとともに、要配慮者利用
施設に対する避難確保計画の作成支援や働き掛けを継続する。

小中学校や自主防災会等への防災講座を継続するととも
に、要配慮者利用施設に対する避難確保計画の作成支援や
働き掛けを継続する。

小中学校や自主防災会等への防災講
座を実施した。また、要配慮者利用
施設に対する避難確保計画の作成支
援や働き掛けを行った。

小中学校や自主防災会等への防災講
座を継続するとともに、要配慮者利
用施設に対する避難確保計画の作成
支援や働き掛けを継続する。

▲

21 ・災害の伝承 新規事業のため、保留 ・必要に応じて、災害伝承碑の設置箇所の確認
国土地理院のウェブ地図「地理院地
図」に当市の災害伝承碑のデータ等
を提供した。

・必要に応じて、災害伝承碑の設置
箇所の確認

▲

22 ・共助の仕組みの強化
ハザードマップの配布・周知に併せて、自主防災会での地域の助け合い・
訓練の実施等について働き掛けを行っていく。

ハザードマップの配布・周知に併せて、自主防災会での地
域の助け合い・訓練の実施等について働き掛けを行ってい
く。

ハザードマップの配布・周知に併せ
て、自主防災会での地域の助け合
い・訓練の実施等について働き掛け
を行った。

ハザードマップの配布・周知に併せ
て、自主防災会での地域の助け合
い・訓練の実施等について働き掛け
を行っていく。

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ー

24 ・業務継続計画の策定
作成済みの業務継続計画について、訓練等を通じた検証・更新を随時行っ
ていく。

作成済みの業務継続計画について、訓練等を通じた検証・
更新を随時行っていく。

作成済みの業務継続計画について、
訓練等を通じた検証を行った。

作成済みの業務継続計画について、
訓練等を通じた検証・更新を随時
行っていく。

●

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ー

28 ・共同点検・合同巡視の実施 引き続き、関係機関と実施する
水防訓練の実施
合同巡視の実施

水防訓練の実施
水害危険箇所合同巡視の実施

水防訓練の実施
水害危険箇所合同巡視の実施

●

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 引き続き、関係機関と実施する
水防訓練の実施
合同巡視の実施

コロナ禍のため、単独開催
水防訓練の実施
水害危険箇所合同巡視の実施

●



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 富士市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

水防団の適正な運営が行えるよう団員の確保に努める 継続的に団員を募集する
募集チラシの配布、WEBサイトでの
PR、地域自治会での依頼等により、
団員募集活動を行った。

継続的に団員を募集する ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 引き続き、関係機関と実施する
水防訓練の実施
合同巡視の実施

コロナ禍のため単独開催
水防訓練の実施
水害危険箇所合同巡視の実施

●

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進
防災啓発イベント「ふじBousai」等にて、地域住民や自主防災会への啓発
を継続して実施する。

防災啓発イベント「ふじBousai2021」等にて、地域住民や
自主防災会への啓発を継続して実施する。

コロナ禍により、イベント自体が縮
小し、展示ブースを設けなかった。

情勢を鑑みて展示ブースを設置し、
地域住民に周知する。

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 引き続き、関係機関と実施する 講習会への参加 未実施 講習会への参加 ▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ー

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 静岡市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインの見直し
・避難指示の発令に着目したチェックリスト・タイムラインの見直し、訓
練実施のための支援

・タイムライン運用時に毎回見直しを実施
タイムライン運用の機会がなかった
ため、未実施

・避難情報の発表に着目したチェッ
クリスト・タイムラインの見直し
・避難情報の発表に着目したチェッ
クリスト・タイムラインの見直し、
訓練実施のための支援

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・災害対策基本法の改正に伴う見直しを実施
新たな避難情報を踏まえ、避難情報
発表の判断基準マニュアルを修正

避難情報発表の判断基準等の確認 ▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・多機関タイムライン検討会への参加 ・多機関タイムライン検討会への参加
R3.10～11月にかけてWeb で行われ
た勉強会に参加

多機関タイムライン検討会への参加 ●

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習への参加 R3.5月に実施 洪水対応情報伝達演習への参加 ▲

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ー

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・中小河川や内水の浸水想定区域図等、ハザードマップポータルサイトに
おける水害リスク情報の充実
・ハザードマップポータルサイトの活用

・中小河川や内水の浸水想定区域図等、ハザードマップポータルサイトに
おける水害リスク情報の充実
・ハザードマップポータルサイトの活用

・内水の浸水想定区域図について
は、HPに掲載済
・中小河川については、区域図の公
表待ち

中小河川の浸水想定区域図につい
て、住民に周知

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産業者に対しハザードマップを配布 ・不動産業者に対しハザードマップを周知
宅建業協会の組合員に対し、市作成
のハザードマップを周知

不動産業者に対しハザードマップを
周知

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・ワークショップなど住民がマイハザードマップ、マイタイムライン等を
作成する場の提供

・HPを用いたマイタイムライン等の作成要領の周知
HPにタイムラインの作成要領を掲載
するとともに、出前講座等で作成を
支援

ワークショップなど住民がマイハ
ザードマップ、マイタイムライン等
を作成する場の提供

▲

10 ・災害リスクの現地表示 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ・順次対応 順次対応中 ・避難場所の災害種別の表示の整備 ▲

11 ・広域避難体制の構築 ー

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難計画の作成促進
・避難情報等を活用した要配慮者利用施設の避難計画に基づく訓練の実施
支援

・避難確保計画未提出施設に対する催促
・情報伝達訓練の実施

R3.9月に避難確保計画の提出率
100％を達成

来年度、新たに対象となる施設に対
して、避難確保計画の作成を促進し
ていく

●

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ・表現内容の単純化 ・災害対策基本法の改正に伴う見直しを実施
新たな避難情報について、HPやチラ
シで住民への周知を行った

表現内容の単純化 ▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・SNSを利用した防災・気象情報の配信

・緊急速報メールによる洪水情報の提供
・SNSを利用した防災・気象情報の配信

出水期に大雨等の情報を公式LINEで
配信

・緊急速報メールによる洪水情報の
提供
・SNSを利用した防災・気象情報の
配信

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説
・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河川の水位情報の取得の仕方を説明する

・住民へ水害の切迫性が効果的に伝わるように解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河川の水位情報の取得の仕方を説明する

新たな避難情報について、HPやチラ
シで住民への周知を行った

・住民へ水害の切迫性が効果的に伝
わるように解説を行う
・住民へ、HP等を通じ、主要河川の
水位情報の取得の仕方を説明する

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実
・避難所と避難場所の違いを周知
・堤防やダム等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際の危険性
の周知

・避難所と避難場所の違いを周知
・堤防やダム等の施設の能力を超過する規模の災害が発生した際の危険性
の周知

避難所と避難場所の違いについて、
HP等で周知

・避難所と避難場所の違いを周知
・津波避難施設に関する情報を周知

▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 静岡市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ・トップセミナーへの参加 ・トップセミナーへの参加 未開催のため、未実施 ・トップセミナーへの参加 ○

20 ・防災教育の促進
・住民向け出前講座の実施
・学校防災教育の実施

・住民向け出前講座の実施
・学校防災教育の実施

定期的に実施
・住民向け出前講座の実施
・学校防災教育の実施

▲

21 ・災害の伝承
・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進
・伝承碑が表示された地理院地図の活用

・伝承碑が表示された地理院地図の活用
国土地理院へ伝承碑の登録申請を行
い地理院地図へ掲載

国土地理院へ伝承碑の登録申請を行
い地理院地図へ掲載を推進

▲

22 ・共助の仕組みの強化
・自主防災会、避難施設管理者、医師会等と市職員による会議の開催（75
地区）

・自主防災会、避難施設管理者、医師会等と市職員による会議の開催（75
地区）

各地区において、順次開催
自主防災会、避難施設管理者、医師
会等と市職員による会議の開催（75
地区）

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ー

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の定期的な見直し 未実施
風水害に対応した業務継続計画の策
定の検討

○

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 防災計画に基づく水防資機材の配備 防災計画に基づく水防資機材の配備 配置済み 防災計画に基づく水防資機材の配備 ▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 参加予定 参加予定 未開催のため、未実施 共同点検・合同巡視への参加 ○

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 参加予定 参加予定 R3.6月に水防訓練を実施
関係機関が連携した水防訓練への参
加

▲

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

随時実施 随時実施
水防団員募集チラシを作成し、住民
に対し配布

水防活動の担い手となる水防団（消
防団）員の確保

▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討

・静岡地域大規模氾濫減災協議会、富士川流域減災協議会、関係連絡会等
への参加・運営
・水防協議会の開催・水防計画の見直し
・地域住民も参加した重要水防箇所の点検

・静岡地域大規模氾濫減災協議会、富士川流域減災協議会、関係連絡会等
への参加・運営
・水防協議会の開催・水防計画の見直し
・地域住民も参加した重要水防箇所の点検

・協議会への参加については実施済
み
・水防協議会の開催、水防計画の見
直しについては２年に１度行うた
め、来年度実施予定

・静岡地域大規模氾濫減災協議会、
富士川流域減災協議会、関係連絡会
等への参加・運営
・水防協議会の開催・水防計画の見
直し

▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 随時実施 随時実施
自主防災組織を対象とした講演会に
おいて、水害に関する情報を提供

自主防災会等の強化・育成及び水防
活動への参加を促進

▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 引き続き実施 静岡河川事務所の講習に参加 講習に参加 静岡河川事務所の講習に参加 ▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 静岡市 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ・ハザードマップ配布による住民周知 ・HP等でのハザードマップの周知を実施 HP等でのハザードマップを周知 ハザードマップ配布による住民周知 ▲

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・緊急避難場所の指定見直し ・緊急避難場所の指定見直し 見直しを行った ・緊急避難場所の指定見直し ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） JR東日本 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

ー

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ー

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ー

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ー

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ー

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ー

8 ･適切な土地利用の促進 ー

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ー

10 ・災害リスクの現地表示 ー

11 ・広域避難体制の構築
大規模災害における帰宅困難者の対応に関する協定締結に向けて取組む
（山梨市とは締結済）

関係自治体との連携強化に向けた取組み
山梨交通強靭化プロジェクトと災
害情報連携について意見交換を実
施

関係自治体との連携強化に向けた
取組み

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ー

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 ー

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ー

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ー

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー

20 ・防災教育の促進 ー

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化 ー

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ー

24 ・業務継続計画の策定 ー

25 ・総合的な土砂管理 ー

No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度

実績
実施時期



○概ね○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） JR東日本 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度
実績

実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ー

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ー

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 旅客救済訓練時の関係自治体の参加呼びかけ 現車を使用した訓練を計画
6/3～4に荒川氾濫を想定し対策本
部運営を含め現車を使用した車両
疎開訓練を実施（自社内）

現車を使用した訓練を計画 ●

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

ー

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ※要請に基づき個別対応 ー ー ー ○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ー

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ー

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） JR貨物 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

ー

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ー

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・貨物駅の社員や利用者（トラック事業者等）の避難誘導、貨物列車の運
転休止の情報提供、貨物車両の退避等のタイミングを整理したタイムライ
ン（事前防災行動計画）を作成する。

・貨物駅の社員や利用者（トラック事業者等）の避難誘導
を行うにあたって、関係機関との連携を確立し、必要な情
報の把握や課題を整理する。

連携すべき関係機関を抽出中 関係機関との連携の確立を目指す ▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ー

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ー

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ー

8 ･適切な土地利用の促進 ー

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ー

10 ・災害リスクの現地表示
・貨物駅内において、洪水浸水想定区域図を掲示するなど、浸水に対する
リスクの表示を行う。

・浸水のリスクの可能性がある貨物駅での想定最大浸水深
や過去の水害の発生状況を確認する。

富士駅（貨物）の洪水浸水想定の
確認を行った。

浸水に対するリスクの表示方を検
討

▲

11 ・広域避難体制の構築
・関係機関と連携し、帰宅困難者等が貨物駅を一時的な待機場所として使
用できるか検討する。

・浸水被害発生時の避難誘導や待機場所等について関係機
関と打合せを進める。

避難誘導や待機場所等の検討は未
実施

避難誘導や待機場所等の検討を進
める

○

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ー

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 ー

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・関係自治体からの避難情報などの防災・気象情報を貨物駅の社員や利用
者等（トラック事業者）へ提供する。水害リスクラインの活用も検討す
る。

・関係自治体からの避難情報などの防災・気象情報を把握
する。水害リスクラインの活用も検討する。

自治体からの防災情報や気象情報
を活用中

水害リスクラインの活用も検討 ▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ー

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・浸水対策用具（土のう等）の使い方や効果を情報提供する。 ・浸水対策用具（土のう等）を準備する。 浸水対策用具の準備は未実施 浸水対策用具の準備を進める ○

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー

20 ・防災教育の促進 ー

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化
・関係する自治体と協力し、大規模氾濫の発生を想定した避難誘導訓練を
貨物駅の社員や利用者等（トラック事業者）を含めて実施する。

・関係する自治体と協力し、大規模氾濫の発生を想定した
避難誘導訓練の検討を行う。

連携すべき関係機関の抽出中 関係機関との連携を進める ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ・貨物駅構内の浸水を想定し、避難基準や連絡体制等を検討する。
・貨物駅構内の浸水を想定し、避難基準や連絡体制等を検
討する。

富士駅（貨物）の洪水浸水想定の
確認を行った。

避難基準や連絡体制等を検討 ▲

24 ・業務継続計画の策定
・水害に対するBCP（事業継続計画）を策定し、車両の退避や社員の避難
の基準について記載する。

・車両の退避や社員の避難の基準について検討する。 避難の基準の検討は未実施
車両の退避や社員の避難の基準を
検討

○

25 ・総合的な土砂管理 ー

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） JR貨物 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・浸水防止対策に必要と考えられる資材等を配備するため、必要な資材の
適正な数量を定めるとともに入手計画を立てる。
・浸水防止のための対策用具（土のう）等を備蓄する。

・浸水防止対策に必要な資材等について検討する。 浸水対策用具の検討は未実施
浸水防止対策に必要な資材等につ
いて検討する。

○

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ー

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施
・関係する自治体と協力し、大規模氾濫の発生を想定した避難誘導訓練を
貨物駅の社員や利用者等（トラック事業者）を含めて実施する。

・関係する自治体と協力し、大規模氾濫の発生を想定した
避難誘導訓練の検討を行う。

避難誘導訓練の検討は未実施 避難誘導訓練の検討を進める ○

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

ー

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ・貨物駅社員と水防関係者間の連携を強化する。
・貨物駅社員と水防関係者間の連携を強化するため、必要
に応じて打合せや情報交換等を行う。

水防関係者との打合せ等は未実施
必要に応じて、水防関係者との打
合せや情報交換等を検討

○

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ー

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ー

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

・浸水時の貨物駅の機能確保のための対策を進める。
・非常用の発電機等の準備を検討する。

・浸水時の貨物駅の機能確保のための対策を進める。
・非常用の発電機等の準備を検討する。

機能確保のための対策は未実施
浸水時の貨物駅の機能確保のため
の対策を検討

○

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 山梨県 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
洪水予報河川・水位周知河川沿川
の市町村について作成支援を実施

引き続き実施 ▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
避難指示の発令基準の見直し支援
として、洪水対応訓練(R3.5.12)を
実施

引き続き実施 ▲

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・多機関連携型タイムライン検討会への参加 ・多機関連携型タイムライン検討会への参加
多機関連携型タイムラインの勉強
会(R3.10.25)に参加

引き続き実施 ●

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・洪水対応情報伝達演習の実施
・令和３年5月に甲府河川国道事務所の洪水対応情報伝達
演習に参加予定

洪水対応情報伝達演習(R3.5.12)を
実施

引き続き実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ー

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・水害、土砂災害リスク等を考慮したハザードマップの作成支援として、
水害、土砂災害リスクに関する情報提供
・国の財政措置に関する情報提供、助言

・鎌田川、貢川、戸川の浸水想定区域図のデータ提供
・市町へのヒアリングを実施し情報提供・助言

・鎌田川、貢川、戸川の浸水想定
区域図のデータ提供
・市町へのヒアリングを実施し情
報提供・助言

引き続き実施 ▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・不動産関係団体への水害リスクに関する情報の解説を支援 ・不動産関係団体の講習会等で水害リスクについて解説
市町村のハザードマップ作成状況
を不動産関係団体に情報提供

引き続き実施 ▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
県政出張講座等で水害・土砂災
害リスクに関する情報提供

引き続き実施 ▲

10 ・災害リスクの現地表示 ・国の財政措置に関する情報提供、助言 ・市町へのヒアリングを実施し情報提供、助言
・市町へのヒアリングを実施し情
報提供、助言

引き続き実施 ▲

11 ・広域避難体制の構築 広域避難計画の策定支援 広域避難計画の策定支援 広域避難検討会を３回開催 引き続き実施 ▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 計画作成支援 計画作成支援 市町村訪問　20自治体 引き続き実施 ▲

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫
・警戒レベルの見直しに伴うシステム改修
・警戒レベルの周知

・警戒レベルの見直しに伴うシステム改修
・警戒レベルの周知

・警戒レベルの見直しに伴うシス
テム及び防災ポータルの改修
・警戒レベルの周知

分かりやすい表現等の検討 ●

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 ・緊急速報メールのほか、配信手段の多様化を検討 ・新たな配信手段の検討
防災ポータルやツイッターによる
情報配信の実施

新たな配信手段の検討 ●

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ・危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラの増設 ・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの整備
危機管理型水位計および簡易型監
視カメラの整備

引き続き実施 ●

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ・報道機関と連携したよりわかりやすい情報の提供 ・報道機関と連携したよりわかりやすい情報の提供
危機管理型水位計および簡易型監
視カメラの整備

分かりやすい情報提供の検討 ●

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・堤防やダム等の施設に係る機能や避難の必要性について住民への説明 ・県政出張講座や施設見学会等で情報提供
県政出張講座や施設見学で防災に
かかる教育等の実施

引き続き実施 ▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 山梨県 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー

20 ・防災教育の促進 ・教育機関への講師派遣 ・教育機関への講師派遣
県HPにおける小中学生向けのテキ
ストの掲出

引き続き実施 ▲

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化
・住民参加型の避難訓練の支援
・地域防災リーダの要請に係る講座の実施

・住民参加型の避難訓練の支援
・地域防災リーダの要請に係る講座の実施

地域防災リーダー養成講座を9回
開催し、計201名が参加

引き続き実施 ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ー

24 ・業務継続計画の策定 ・業務継続計画の見直し ・業務継続計画の見直し

H25.3策定
H28.4改訂
H29.11改訂
H30.11改訂
R2.1改訂
R3.2改訂
R4.1改訂

引き続き実施 ●

25 ・総合的な土砂管理 ー

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ・重要水防箇所の見直し ・見直し作業を実施
重要水防区域合同パトロールの実
施

見直し作業の検討 ▲

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・水防資機材の補充計画を立て、計画的な補充を行う ・計画的に補充を行う 計画的に補充を実施 引き続き実施 ▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・水防連絡会等による水防管理団体等との共同点検の実施 ・共同点検の実施
重要水防区域合同パトロールの実
施

共同点検の実施検討 ▲

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ・5月の水防月間中に水防訓練を実施 ・R3年5月に実施予定
重要水防区域合同パトロールの実
施

R4年5月に水防訓練を大月市で実
施予定

●

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

・消防団員の確保支援
・市町村が実施する消防団員の活動環境の整備及び加入促
進の支援

市町村間の取り組み状況の情報共
有

引き続き実施 ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・出水時の水防活動状況を調査し、必要に応じて関係者間の協議の場を設
ける

・減災対策協議会で情報共有 減災対策協議会で情報共有 引き続き実施 ●

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進
・防災知識の普及啓発を推進するために、地域防災リーダー向け研修の支
援

・防災知識の普及啓発を推進するために、地域防災リー
ダー向け研修の支援

令和3年10月8日～10月31日までの
間、4日間の平日コース・休日
コースの2コースを開催
両コース合計で102名が参加

引き続き実施 ▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言 改修中の間門川について検討中
R4年度中に間門川の改修が完了
し、捜査情報を共有する体制が確
立される予定

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
市町の取り組みに対して技術的支
援・助言を実施

引き続き実施 ▲

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言 実績なし 引き続き実施 ▲

◆機能保全

37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
市町の取り組みに対して技術的支
援・助言を実施

引き続き実施 ▲

38 ・排水設備の機能保全 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
市町の取り組みに対して技術的支
援・助言を実施

引き続き実施 ▲



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 山梨県 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 洪水能力向上対策、浸透・侵食対策を実施予定 洪水能力向上対策、浸透・侵食対策を実施予定
洪水能力向上対策、浸透・侵食対
策を実施中

引き続き実施 ▲

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 本川との合流部付近では、背水を考慮した改修を実施（鎌田川） 本川との合流部付近では、背水を考慮した改修を実施
本川との合流部付近では、背水を
考慮した改修を実施中（鎌田川）

引き続き実施 ▲

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 河川整備計画に基づき、重要区間から順次整備を進める 河川整備計画に基づき、重要区間から順次整備を進める 河川整備計画に基づき実施中 引き続き実施 ▲

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ・市町に対する情報提供、助言 ・市町に対する情報提供、助言
市町の取り組みに対して技術的支
援・助言を実施

引き続き実施 ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

・地域特性に合った河川管理システムの構築に関する技術的検討を行う ・他県の事例収集を行う ドローンの災害調査への活用 引き続き実施 ●



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 静岡県 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

タイムラインを活用した洪水対応情報伝達演習の実施 タイムラインを活用した洪水対応情報伝達演習の実施
洪水対応演習実施（5/12）
（5/31）

洪水対応情報伝達演習の実施 ●

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ー

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 市町の要請を受けた際は作成支援の実施 市町の要請を受けた際は作成支援の実施
市町からの要請無し。多機関連携
タイムライン勉強会に参加（動画
閲覧）

市町の要請を受けた際は作成支援
の実施

▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施 洪水対応情報伝達演習の実施
洪水対応演習実施（5/12）
（5/31）

洪水対応情報伝達演習の実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 避難判断基準等検討支援システムの活用 避難判断基準等検討支援システムの活用 活用無し、研修会等の開催無し 研修会等に参加予定 ▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 災害リスク情報の充実（中小河川の氾濫推定図の公表など）
災害リスク情報の充実（中小河川の氾濫推定図の公表な
ど）

中小河川の洪水浸水想定区域図の
作成・公表

中小河川の洪水浸水想定区域図の
作成・公表

▲

8 ･適切な土地利用の促進 不動産関係団体等の研修会等にて災害リスク情報の解説 不動産関係団体等の研修会等にて災害リスク情報の解説 団体等からの講師派遣の依頼無し
不動産関係団体等の研修会等にて
災害リスク情報の解説

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 市町の要請を受けた際は作成支援の実施 市町の要請を受けた際は作成支援の実施
市町職員向けの研修会実施、水害
リスクや避難方法等をテーマとし
た動画配信

市町の要請を受けた際は作成支援
の実施

●

10 ・災害リスクの現地表示 土砂災害警戒区域の周知に関する電柱広告及び区域看板等の設置
土砂災害警戒区域の周知に関する電柱広告及び区域看板等
の設置

土砂災害警戒区域の周知に関する
表示板の設置

土砂災害警戒区域の周知に関する
電柱広告及び表示板等の設置

●

11 ・広域避難体制の構築 市町の要請を受けた際は作成支援の実施 市町の要請を受けた際は作成支援の実施 市町からの要請無し
市町の要請を受けた際は作成支援
の実施

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 関係機関主催の研修会等で施設管理者等への説明 関係機関主催の研修会等で施設管理者等への説明 研修会等で施設管理者等への説明
関係機関主催の研修会等で施設管
理者等への説明

●

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

富士川水系情報提供システムの活用 富士川水系情報提供システムの活用
水防配備時、富士川水系情報提供
システムの活用

富士川水系情報提供システムの活
用

▲

14 ・防災情報の充実や表現の工夫 サイポスレーダーによる情報提供の実施 サイポスレーダーによる情報提供の実施
サイポスレーダーによる情報提供
の実施

サイポスレーダーによる情報提供
の実施

▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実 サイポスレーダーによる情報提供の実施 サイポスレーダーによる情報提供の実施
サイポスレーダーによる情報提供
の実施

サイポスレーダーによる情報提供
の実施

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 サイポスレーダーによる情報提供の実施 サイポスレーダーによる情報提供の実施
サイポスレーダーによる情報提供
の実施

サイポスレーダーによる情報提供
の実施

▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 サイポスレーダーによる情報提供の実施 サイポスレーダーによる情報提供の実施
サイポスレーダーによる情報提供
の実施

サイポスレーダーによる情報提供
の実施

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ー

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー

20 ・防災教育の促進 県庁見学等における水防災教育の実施 県庁見学等における水防災教育の実施
県庁見学等はコロナ禍のため中
止。水害リスクや避難方法等を
テーマとした動画配信

県庁見学等における水防災教育の
実施

▲

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化 県ケアマネ協会との連携（情報共有など） 県ケアマネ協会との連携（情報共有など）
県ケアマネ協会との連携（情報共
有等）

県ケアマネ協会との連携（情報共
有等）

▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ー

24 ・業務継続計画の策定 ー

25 ・総合的な土砂管理 ー

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 静岡県 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し 重要水防箇所の見直し 重要水防箇所の見直し
重要水防箇所の見直し実施（甲府
河川）

重要水防箇所の見直し ▲

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ー

28 ・共同点検・合同巡視の実施 共同点検・合同巡視の実施 共同点検・合同巡視の実施
共同点検・合同巡視の実施
（6/9）

共同点検・合同巡視の実施 ●

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 関係機関の水防訓練へ参加 関係機関の水防訓練へ参加 水防訓練の実施無し 関係機関の水防訓練へ参加 ▲

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

ー

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ー

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 新規採用職員の水防訓練への参加 新規採用職員の水防訓練への参加 水防訓練の実施無し 新規採用職員の水防訓練への参加 ▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

管理河川を排水先とした場合は、計画緒元等の情報提供 管理河川を排水先とした場合は、計画緒元等の情報提供 計画諸元等の情報提供無し
管理河川を排水先とした場合は、
計画緒元等の情報提供

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 管理河川を排水先とした場合は、訓練に参加 管理河川を排水先とした場合は、訓練に参加 訓練の実施無し
管理河川を排水先とした場合は、
訓練に参加

▲

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 洪水能力向上対策等を実施 洪水能力向上対策等を実施 洪水能力向上対策等の実施 洪水対応情報伝達演習の実施 ●

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ー

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲府地方気象台
大項目

中項目
5年の目標

実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7
避難：円滑かつ迅速な避難のための取組

◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・要請に基づくタイムラインの作成支援 ・要請に基づくタイムラインの作成支援 ・自治体からの要請なし
・要請に基づくタイムラインの作
成支援

○

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認 ー

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ー

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充 ・要請に基づくタイムラインの作成支援 ・要請に基づくタイムラインの作成支援 ○

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・毎年出水期前に、甲府河川国道事務所と共同実施 ・毎年出水期前に、甲府河川国道事務所と共同実施
・5/12 甲府河川国道事務所と共同
実施

・毎年出水期前に、甲府河川国道
事務所と共同実施

●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用 ー

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供 ー

8 ･適切な土地利用の促進 ー

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進 ー

10 ・災害リスクの現地表示 ー

11 ・広域避難体制の構築 ー

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 ・要請に基づく作成支援 要請に基き引き続き支援 ・自治体からの要請なし 要請に基き引き続き支援 ○

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

ー

14 ・防災情報の充実や表現の工夫
防災情報提供システム、気象台（気象庁）ホームページによる情報提供を
引実施

防災情報提供システム、気象台（気象庁）ホームページに
よる情報提供を引き続き実施

気象台（気象庁）ホームページに
よる防災情報提供実施

気象台（気象庁）ホームページに
よる情報提供を引き続き実施

●

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
防災情報提供システム、気象台（気象庁）ホームページによる情報提供を
実施

防災情報提供システム、気象台（気象庁）ホームページに
よる情報提供を引き続き実施
SNSを利用した気象台の地域防災支援に関する取り組みに
ついての配信を実施。

防災情報提供システム、気象台
（気象庁）ホームページによる情
報提供を実施
SNSに気象台の地域防災支援に関
する情報配信を実施。

気象台（気象庁）ホームページに
よる情報提供を引き続き実施
SNSを利用した気象台の地域防災
支援に関する取り組みについての
配信を実施。

●

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度 ー

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 ー

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ー

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー

20 ・防災教育の促進

防災に関する出前講座を実施
防災知識の普及啓発を推進するために、地域防災リーダー向け研修の支
援。
気象防災WSなど自治体防災担当者向けの研修支援。

防災に関する出前講座を実施
防災知識の普及啓発を推進するために、地域防災リーダー
向け研修の支援。
気象防災WSなど自治体防災担当者向けの研修支援。
学校が行う防災教育への支援

防災に関する出前講座を実施
地域防災リーダー向け研修におい
て防災講義実施（甲府市、甲斐
市、上野原市、大月市）
自治体防災担当者向けの気象防災
ＷＳを実施。
学校が行う防災教育への支援実施
（学校防災指針の改定、防災講
演）

防災に関する出前講座を実施
防災知識の普及啓発を推進するた
めに、地域防災リーダー向け研修
の支援。
気象防災WSなど自治体防災担当
者向けの研修支援。
学校が行う防災教育への支援

●

21 ・災害の伝承 ー

22 ・共助の仕組みの強化 ー

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実 ー

24 ・業務継続計画の策定 ー

25 ・総合的な土砂管理 ー

No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期

実績



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 甲府地方気象台
大項目

中項目
5年の目標

実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期

実績
水防：的確な水防活動のための取組

◆点検強化
26 ・重要水防箇所の見直し ー

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ー

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ー

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施 ー

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

ー

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討 ー

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ー

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

ー

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ー

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ー

◆機能保全
37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ー

38 ・排水設備の機能保全 ー

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ー

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ー

41 ・本川と支川の合流部等の対策 ー

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策 ー

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ー

46 ・応急的な退避場所の確保 ー

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

ー

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

ー



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 国土交通省 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7

避難：円滑かつ迅速な避難のための取組
◆逃げ遅れゼロに向けた実施機関の協働・支援等

1
・河川管理者から自治体への情報提供の充実を図るため、避難指示の発令に着
目したチェックリスト・タイムラインの見直し及びタイムラインに基づく訓練
の実施

・自治体洪水資料の見直しを行う場を設ける
・自治体と連携し、タイムラインを活用した洪水対応訓練を実施
・自治体タイムラインの検討支援

・自治体洪水資料の見直しを行う場として洪水対応演習の
実施
・自治体タイムラインの検討支援

・笛吹市と山梨市で自治体タイムライン検
討ワークショップの運営を支援（1月13
日、2月7日）

・自治体洪水資料の見直しを行う場として
洪水対応演習の実施

▲

2 ・避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認
・洪水対応訓練の中で、避難指示の発令基準について見直すべき課題を明
確にする
・自治体洪水対応資料の再認識してもらうために協議会等で周知する

・避難勧告の発令基準の見直し支援として、洪水対応演習
を実施し、見直すべき課題を明確にする

・洪水対応演習におけるホットラインの実
施を通じて、自治体の避難情報の発令基準
確認のきっかけとした（5月12日）
・避難情報に関するガイドラインの改定の
周知(多機関連携型タイムライン勉強会)

・避難指示の発令基準の見直し支援とし
て、洪水対応訓練を実施し、見直すべき課
題を明確にする

●

3 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立 ・ダムの事前放流の状況に関する情報を提供 ・ダム管理者との事前調整
・ダム洪水調節機能協議会を開催（9月16
日書面開催）

・ダム洪水調節機能協議会にてダム管理者
と情報提供について調整

▲

4 ・多機関連携型タイムラインの拡充
・報道、公共交通機関等が参画した多機関連携タイムラインの作成支援と
してタイムライン勉強会・検討会の場を設ける
・関係機関に対して富士川流域の地域特性や水害リスクを提供する

・関係機関に対して富士川流域の地域特性や水害リスクを
提供する多機関連携型タイムライン作成に向けた勉強会を
開催
・タイムライン検討会の場を設ける

・富士川水害タイムライン勉強会を10月4
日～15日の期間で動画配信で実施。

・関係機関に対して富士川流域の地域特性
や水害リスクを提供する多機関連携型タイ
ムライン作成に向けた勉強会を開催
・タイムライン検討会の場を設ける

▲

5 ・洪水対応情報伝達演習の実施 ・毎年出水期前に洪水対応演習を実施 ・5/12に洪水対応演習を実施
・洪水対応演習を実施し、体制や対応の流
れを確認（5月12日）

・5月13日に洪水対応演習を実施 ●

6 ・「避難判断基準等検討支援システム」の更新・活用
・「避難判断基準検討支援システム」の更新支援
・「避難判断基準検討支援システム」の活用促進

（必要に応じて更新） ・運用を継続 ・必要に応じて更新 ▲

7 ・ハザードマップの作成、活用、周知による災害リスクの提供
・ハザードマップの作成支援、周知による、水害・土砂災害等のリスクを
情報提供

・幹事会でハザードマップの作成事例を紹介
・必要に応じ支援

・幹事会でハザードマップの作成事例を紹
介

・幹事会でハザードマップの作成事例を紹
介
・必要に応じ支援

▲

8 ･適切な土地利用の促進 ・多段的な外力規模によるリスクマップの作成と活用 ・多段的な外力規模によるリスクマップの作成
・流域治水推進のための水災害リスク情報
（リスクマップ）の作成

・流域治水推進のための水災害リスク情報
（リスクマップ）の周知
・都市計画法及び都市再生特別措置法の改
正について協議会で周知

▲

9 ・住民一人一人の避難計画・情報マップの作成促進
・マイ・タイムラインの作成支援として、防災担当者向けに作成ツールを
体験する防災担当者研修を実施
・マイ・タイムラインのトリガー情報となる情報の一元化

・情報提供システムにて、トリガー情報の集約
・防災担当者向けに作成ツールを体験する防災担当者研修
を実施

・富士川水系情報提供システムにて気象・
河川情報など、トリガーとなる情報の集
約、提供

・富士川水系情報提供システムにて、トリ
ガー情報の集約
・マイ・タイムライン検討ツール等を体験
する防災担当者研修を実施

▲

10 ・災害リスクの現地表示

・まるごとまちごとハザードマップの作成支援として、実施効果や有効性
について協議会の場を活用し共有。
・本省より、手引き・取扱ポイントが配布された場合、協議会において共
有。

・まるごとまちごとハザードマップの作成支援として、実
施効果や有効性について協議会の場を活用し共有。

・まるごとまちごとハザードマップの作成
支援として浸水想定区域データを提供

・まるごとまちごとハザードマップの作成
支援として浸水想定区域データを提供

●

11 ・広域避難体制の構築 ・広域避難計画の策定支援の実施。必要に応じて協議会等で共有する。 ・必要応じて支援し、協議会等での共有
・山梨県検討会に参加し、広域避難の基準
検討を支援／多機関連携型タイムラインの
必要性を解説

・広域避難体制確立のための「多機関連携
型タイムライン検討会」を開催

▲

12 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成、訓練の進捗が遅れている自治
体へ支援

― ―
・避難確保計画作成を支援するツールの作
成と試行

▲

実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)
令和3年度 令和4年度 実施時期



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 国土交通省 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

◆防災・気象情報等の配信方法の充実・精度向上等

13
・危険度の的確な把握及び自治体の避難判断のための富士川水系情報提供シス
テムの活用

・活用促進のため、事務所HPやTwitterでの周知
・危機管理型水位計、管型河川監視カメラの追加表示

・事務所HPに情報提供システムのバナーを表示
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの追加表示

・自治体タイムライン検討WSで浸水範囲
を情報提供システムで確認できることを周
知
・危機管理型水位計水位、簡易型河川監視
カメラを配信できるよう富士川水系情報提
供システムを改良

・テレメータ水位が表示できるように改良 ▲

14 ・防災情報の充実や表現の工夫
・警戒レベルに応じたわかりやすい表現での情報提供
・リアリティーのあるカメラ画像を情報提供システムやTwitterで配信

・リアリティーのあるカメラ画像を情報提供システムや
Twitter等で配信

・危機管理型水位計水位、簡易型河川監視
カメラを配信できるよう富士川水系情報提
供システムを改良

・洪水予報や警戒レベルに関する解説を
Twitterで配信

▲

15 ・防災・気象情報等の配信方法の充実
・マイ・タイムライン取組推進に資する富士川水系情報提供システムの拡
充
・出水時に河川情報をTwitterで配信

・公共交通機関、ライフライン等の情報配信先を富士川水
系情報提供システム（リンク集）に集約
・簡易型河川監視カメラ画像等を活用したリアリティーの
ある河川情報の提供

・危機管理型水位計水位、簡易型河川監視
カメラを配信できるよう富士川水系情報提
供システムを改良

・マイ・タイムライン、多機関連携型タイ
ムラインの取組推進に資する富士川水系情
報提供システムの拡充
・河川情報をTwitterで配信

▲

16 ・観測体制の充実や予測技術の高度

・樋門等の内外水位監視体制の充実（危機管理型水位計、簡易型河川監視
カメラの追加設置）
・危機管理型水位計等の監視データに基づく洪水予測の高精度化
・浸水や停電のおそれがある水文観測所や既存河川監視カメラ等におい
て、浸水・停電対策を実施（継続）

・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの追加設置
・浸水や停電のおそれがある水文観測所や既存河川監視カ
メラ等において、浸水・停電対策を実施

・カメラ画像の映像蓄積装置の更新

・R3出水期から６時間先までの水位予測
情報の提供開始について周知
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメ
ラの追加設置

▲

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説

・状況の切迫性が効果的に伝わる解説となるよう、解説のタイミングとそ
の内容等について検討し、リアルタイムの状況をテレビやラジオ等のメ
ディアで解説
・避難の切迫性等が首長や住民に確実に伝わる洪水予報文の改善

・水防関係機関、報道機関等を対象として、「洪水予報業
務」等に関する説明会実施（多機関連携型タイムライン勉
強会）
・大雨特別警報の解除(警報への切替)後の洪水に関する注
意喚起

・水防関係機関、報道機関等を対象とし
て、「洪水予報業務」等の説明を実施（多
機関連携型タイムライン勉強会）

・出水期に大雨特別警報の解除(警報への
切替)後の洪水に関する注意喚起や、洪水
予報や警戒レベルに関する解説をTwitter
で配信

▲

18 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実 ・堤防、排水機場等の施設に係る機能や避難の必要性について住民へ周知
・堤防、排水機場等の施設に係る機能やについて住民への
説明会を開催。

・感染症拡大防止の観点から水防講習会を
実施できなかったため未実施

・堤防、排水機場等の施設に係る機能や避
難の必要性についてHPやTwitterにより周
知

▲

◆住民の主体的避難力を支える仕組み
19 ・緊急行動トップセミナーの開催 ー ▲

20 ・防災教育の促進
・学校等への土砂災害に関する出前講座の実施
・小中学校を対象とした防災学習教材の提供
・地域の防災リーダーの育成支援

・高校への土砂災害に関する出前講座実施（富士川砂防事
務所）
・小中学校を対象とした防災学習教材の提供

・必要に応じて小中学校を対象とした防災
学習教材の提供
・6/30に青洲高校への土砂災害に関する
出前講座実施＜富士川砂防事務所＞

・必要に応じて小中学校を対象とした防災
学習教材の提供
・6/24に出前講座予定＜富士川砂防事務
所＞
・学校等への土砂災害に関する出前講座の
実施＜富士砂防事務所＞

●

21 ・災害の伝承

・過去に発生した自然災害について、災害の模様や被害状況等が記載され
た「自然災害伝承碑」の設置促進
・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地理院地図へ掲載を推進
・伝承碑が表示された地理院地図の活用

・北杜市、韮崎市、南アルプス市へ設置状況、手順を確認
・先行事例について幹事会等で情報提供

・国土地理院への登録候補となる伝承碑の
整理
・登録先行事例について幹事会等で情報提
供

・国土地理院へ伝承碑の登録申請を行い地
理院地図へ掲載を推進
・伝承碑が表示された地理院地図の活用

▲

22 ・共助の仕組みの強化 ー ▲

23 ・市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報伝達の充実
・浸水する恐れのある施設について、退避場所や退避基準、連絡体制等を
検討

・浸水する恐れのある重要施設、防災拠点を抽出し、リス
クマップに整理（多機関連携型タイムライン）

・多機関連携型タイムラインの検討会参加
機関の重要施設（ライフライン、交通機関
等）を抽出し、浸水する恐れのある施設に
ついて整理

・多機関連携型タイムラインの検討会参加
機関の重要施設（ライフライン、交通機関
等）を抽出し、浸水する恐れのある施設に
ついて情報提供を行う

▲

24 ・業務継続計画の策定 ・随時見直しを行う ・必要に応じて見直しを実施 ・見直しを実施 ・見直しを実施 ●

25 ・総合的な土砂管理 ・計画的な砂防堰堤等の整備の推進 ・随時実施

・計画的な砂防堰堤等の整備の推進
＜富士川砂防事務所＞
・流木対策として砂防堰堤のスリット化＜
富士砂防事務所＞

・随時実施
＜富士川砂防事務所＞
＜富士砂防事務所＞

▲



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 国土交通省 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

水防：的確な水防活動のための取組
◆点検強化

26 ・重要水防箇所の見直し ・毎年、出水期前に重要水防箇所を見直して周知 ・引き続き実施 ・見直しを実施（R3.2月） ・引き続き実施 ●

27 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・防災計画に基づく水防資機材の配備 ・防災計画に基づく水防資機材の配備
・防災計画に基づく水防資機材の配備を実
施

・必要に応じて見直しを実施 ▲

28 ・共同点検・合同巡視の実施 ・毎年、出水前に共同点検と合同巡視を実施 ・引き続き実施
・出水前に共同点検と合同巡視を実施
（R3.6.3）

・引き続き実施 ●

29 ・関係機関が連携した水防訓練の実施
・毎年出水前に流域自治体と共に水防講習会を実施
・住民等が参加する水防訓練の実施（コロナ禍の実施状況に応じて動画配
信等工夫）

・水防講習会を開催

・令和3年度は感染症拡大防止のため未実
施
・大規模土砂災害を対象とした合同演習を
実施＜富士砂防事務所＞

・感染症拡大防止の観点から、水防講習会
の動画配信などを検討
・大規模土砂災害を対象とした合同演習を
実施＜富士砂防事務所＞

▲

◆体制確保
30 ・災害時巡視システムによる被災情報の共有 ー ▲

31
・水防活動の担い手となる水防団（消防団）員の確保。また、水防協力団体の
募集・指定の促進

ー ▲

32 ・水防関係者間での連携、協力に関する検討
・連絡体制について水防連絡会等で確認
・出水期における水防活動等について水防関係者間で振返りを実施

・引き続き実施
・水防連絡会を実施し、連絡体制等を確認
（書面開催）

・連絡体制について水防連絡会等で確認
・出水期における水防活動等について水防
関係者間で振返りを実施

▲

33 ・自主防災会等の強化・育成及び水防活動への参加を促進 ー ▲

排水：氾濫水の排水、浸水被害軽減等に関する取組
◆実践強化

34
・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有。内水排除施設及び排水ポンプ車の
運用・配置シミュレーション訓練

・排水機場、樋門、水門の操作情報の共有
・排水作業準備計画を基にシミュレーション訓練の実施
・出動要請方法等の周知

・排水作業準備計画を基にシミュレーション訓練の実施
・出動要請方法等の周知

・出動要請方法等の周知
・排水作業準備計画を基にシミュレーショ
ン訓練の実施する予定

▲

35 ・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ・排水作業準備計画の更新 ・随時実施 ・随時実施 ・随時実施 ▲

36 ・排水ポンプ車等、災害対応による機器の操作講習会の実施 ・年1回以上排水ポンプ車等の操作訓練及び講習会の実施 ・操作講習会を実施 ・操作講習会を実施 ・操作講習会を実施 ▲

◆機能保全

37 ・氾濫水を河道に戻す、排水機能を確保するための霞堤の機能保全 ・霞堤の機能確保 ・機能確保方法の検討 機能確保方法の検討（準備）
・期待出来る効果や、施設周辺の土地利用
状況などの把握

▲

38 ・排水設備の機能保全
・浸水による機能停止リスクが高い排水機場について、排水機能停止リス
ク低減策を実施
・既設ポンプの機能維持

・浸水による機能停止リスクが高い排水機場について、排
水機能停止リスク低減策を実施
・機能維持は継続的に実施

・機能維持として点検など維持管理を実施

・浸水による機能停止リスクが高い排水機
場について、排水機能停止リスク低減策を
実施
・機能維持は継続的に実施

▲



○概ね5年で実施する取組（令和３年度実績） 国土交通省 各年度の評価　★：5年の目標の達成　●：予定の達成　▲：実施中（着手）　○：未実施

大項目
中項目

5年の目標
実施内容 予定 予定 R3 R4 R5 R6 R7実績No. 取組項目  (赤文字：R4重点実施取組)

令和3年度 令和4年度 実施時期

基盤：河川管理施設等の整備等に関する事項（基盤等ハード整備に関する事項）
◆堤防及び諸施設の整備・機能確保等

39 ・流下能力対策としての築堤・護岸の整備 ・無堤箇所の築堤、護岸整備の実施 ・切石・手打沢地区の護岸整備を実施予定 切石・手打沢地区の護岸整備を実施
切石・手打沢地区の護岸整備を引き続き実
施

▲

40 ・侵食洗堀対策としての築堤・護岸の整備 ・笛吹川高田地区において、洗掘対策の護岸整備を実施
・笛吹川高田地区において、洗掘対策の護岸整備を実施予
定

笛吹川高田地区において、洗掘対策の護岸
整備を実施

笛吹川高田地区において、洗掘対策の護岸
整備を引き続き実施

▲

41 ・本川と支川の合流部等の対策
・堤防決壊が発生した場合に湛水深が深く、特に多数の人命被害等が生じ
る恐れのある区間についてリスク情報等を共有する、水害リスク勉強会の
実施

・人命被害等が生じる恐れのある区間についてリスク情報
等を共有する

・流域治水推進のための水災害リスク情報
（リスクマップ）の作成

・人命被害等が生じる恐れのある区間につ
いてリスク情報等を共有する

▲

42 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策
・協議会等において、氾濫による危険性が特に高い区間についてリスク情
報を共有する、水害リスク勉強会の実施

・氾濫による危険性が特に高い区間についてリスク情報を
共有する

・流域治水推進のための水災害リスク情報
（リスクマップ）の作成

・氾濫による危険性が特に高い区間につい
てリスク情報を共有する

▲

43 ・当面堤防整備が出来ない区間の堤防天端の保護(危機管理型ハード対策) ー ▲

44 ・当面堤防整備が出来ない区間の裏法尻の補強（危機管理型ハード対策） ー ▲

45 ・避難場所として活用できる堤防整備（宇坪地区、富士川地区） ・避難場所として活用できる堤防の整備（宇坪地区） ・避難場所として活用できる堤防の整備（宇坪地区） ・堤防の整備を実施
・引き続き避難場所として活用できる堤防
の整備

▲

46 ・応急的な退避場所の確保 ・協議会等において、応急的な避難場所の必要性について検討を実施。
・洪水等の浸水想定エリアと重複する道路（直轄国道・高
速道路）区間のうち、浸水想定より道路の方が高い道路区
間を抽出。

・洪水等の浸水想定エリアと重複する道路
（直轄国道・高速道路）区間のうち、浸水
想定より道路の方が高い道路区間を抽出。

・要望のある箇所から優先順位を設定 ▲

47
・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの離発
着のための防災ステーションの整備（木島地区）

・水防活動で必要な緊急用資機材の備蓄、資材の搬出入やヘリコプターの
離発着のための防災ステーションの整備（木島地区）

・木島地区防災ステーションの資材備蓄ヤードの護岸の整
備

・富士川流域全体の防災施設整備計画書
（案）を策定し、５つの河川防災ステー
ションのうち、木島地区（下流）を整備中

・引き続き木島地区河川防災ステーション
の整備
・富士川中流部の整備を進めるべく、河川
防災ステーション整備計画を立案・申請予
定

▲

48
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策（耐水化、非常用発電等の整備）の
充実

ー

◆情報伝達等に係る機器等の整備

49
・河川管理の高度化の検討
・早期復興を支援する事前の準備

・洪水発生中や洪水後における災害状況の迅速な把握
・関係機関への共有

・出水時にドローンを活用した災害現場等調査の実施 出水がなかったため未実施
・出水時にドローンを活用した災害現場等
調査の実施

○
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